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上
代
の
鼠
の
諸
相

―
― 『
古
事
記
』
で
大
国
主
を
火
難
か
ら
救
う
の
が
母
鼠
で
あ
る
理
由 

―
―

中　
　
　

島　
　
　

和　

歌　

子

は
じ
め
に

　

鼠
は
、
今
日
で
は
愛
玩
動
物
に
も
な
っ
て
お
り
、
可
愛
い
ら
し
い
小
動

物
と
い
う
一
面
が
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
代
以
降
に
始
ま
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
森
川
許
六
編
、
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

刊
の
『
風
俗
文
選
』
巻
三
・
賦
類
に
収
め
ら
れ
た
向
井
去
来
に
よ
る
鼠
尽

く
し
、「
鼠
の
賦
〈
并
び
に
引
〉」
の
第
二
段
「
つ
く
〴
〵
汝
が
あ
や
う
き

を
お
も
へ
」
の
中
に
、「
或
は
鈴
を
頸く
び

に
さ
げ
て
、
児
童
の
戯
た
は
ふ
れ

と
な
り（
１
）」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
ま
た
、愛
玩
と
い
う
行
為
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
が
、

可
愛
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
遅
く
と
も
平
安
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
。

　

『
枕
草
子
』（
三
巻
本
）
の
類
聚
的
章
段
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
で
は
、

「
ね
ず
も
ち
（
ね
ず
み
も
ち
）
の
木
」
の
「
い
み
じ
う
こ
ま
か
に
小
さ
き
」

葉
を
、「
を
か
し
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
「
う
つ
く
し
も
の
」
で
は
、

本
来
人
間
に
対
す
る
い
と
お
し
い
と
思
う
感
情
を
表
わ
す
「
う
つ
く
し
」

を
、「
ね
ず
鳴
き
す
る
に
を
ど
り
来
る
」
子
雀
の
姿
そ
の
も
の
に
用
い
て

い
る
。
後
者
は
、松
尾
芭
蕉
の
発
句「
雀す
ず
め

子ご

と
声
鳴
か
は
す
鼠
の
巣
」（『
韻

塞
』）
を
産
む
。『
枕
草
子
』
の
二
例
は
、
そ
の
小
さ
さ
に
因
ん
だ
木
の
名

や
鳴
き
声
の
真
似
で
あ
っ
て
鼠
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
鼠
に
関
わ
る
好

意
的
な
、特
に
愛
玩
的
な
感
情
を
明
記
し
た
早
い
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

「
鼠
」
に
対
し
て
「
う
つ
く
し
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
藤
原
道
長
が

早
い
。
次
は
、
正
妻
腹
の
次
男
教
通
の
子
（
静
円
）
を
産
ん
だ
小
式
部
内

侍
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
文
に
は
便
宜
的
に
通
し
番
号

を
付
し
て
お
く
。
波
線
部
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

①
『
和
泉
式
部
集
』
六
一
四
・
入
道
殿
の
、
小
式
部
の
内
侍
、
子
産
み

た
る
に
、
の
た
ま
は
せ
た
る

　
　

嫁
の
子
の
子
鼠
い
か
（
五
十
日
）
が
な
り
ぬ
ら
ん
あ
な
（
穴
）
う
つ

く
し
と
思
ほ
ゆ
る
か
な
（『
夫
木
抄
』
雑
部
九
・
動
物
部
・
鼠
・
一

三
〇
五
三
・
小
式
部
内
侍
を
御
覧
じ
て
、
和
泉
式
部
に
遣
は
し
け

る
・
法
成
寺
入
道
関
白
）

　

②
同
右
・
六
一
五
・
御
返
し

　
　

君
に
か
く
嫁
の
子
と
だ
に
知
ら
ざ
（
マ
マ
）

れ
ば
此
（
子
）
の
子
鼠
の
罪
軽か
ろ

き
か
な
（
同
右
・
一
三
〇
五
四
・
御
返
し
・
和
泉
式
部
・
三
句
「
知
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ら
る
れ
ば
」）

　

「
嫁
の
子
」
は
、「
嫁
の
君
」
と
同
じ
く
鼠
の
異
称
で
あ
る
。「
嫁
の
御
」

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い（
２
）。「
子
鼠
」は
、小
さ
く
か
弱
い
両
者
の
孫
で
あ
る
。

子
鼠
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
く
、
ま
た
息
子
の
妾
妻
と
そ
の
子
に

対
す
る
幾
分
の
軽
視
は
含
む
だ
ろ
う
が
、
道
長
が
自
ら
の
孫
の
比
喩
と
し

て
用
い
、「
あ
な
、
う
つ
く
し
」（
あ
ぁ
、
い
と
し
い
）
と
言
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
子
鼠

に
対
し
て
可
愛
い
と
い
う
認
識
が
全
く
無
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
。
道
長
は
、
鼠
を
カ
ワ
イ
イ
と
言
っ
た
点
で
も
日
本
文
化
の

創
始
者
な
の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
の
返
歌
は
、
小
式
部
を
「
嫁
」
と
認
め

て
「
嫁
の
子
」
と
呼
ん
で
い
た
だ
け
る
と
は
、
こ
の
「
子
鼠
」
は
果
報
者

だ
と
喜
ぶ
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
平
安
時
代
の
鼠
は
可
愛
い
だ
け
で
は
な
い
。
凶
兆

で
は
な
い
か
と
人
々
に
不
安
感
を
与
え
る
現
象
（
物も
っ
け怪

・
怪
異
・
怪
・

異
・
も
の
の
さ
と
し
・
さ
と
し
）
も
引
き
起
こ
し
て
い
た（
３
）。
物
を
齧
る
こ

と
を
始
め
、
糞
を
す
る
、
走
り
抜
け
る
、
掘
り
出
す
、
潜
る
、
天
敵
の
餌

食
と
な
る
等
々
の
鼠
の
一
般
的
な
生
態
・
行
動
が
、
時
・
場
所
・
対
象
物

な
ど
に
よ
っ
て
は
、
不
吉
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
社し
ゃ

鼠そ

」「
虎こ

鼠そ

」
等
の
中
国
由
来
の
熟
語
や
、
そ
の
訓
読
語
、「
鼬い
た
ち

の

間ま

の
鼠
」（
強
者
の
い
な
い
時
だ
け
幅
を
利
か
せ
る
者
）
や
「
老お
い

鼠ね
ず
み

」
等

の
日
本
独
自
の
語
句
な
ど
、「
鼠
」
を
含
む
熟
語
・
慣
用
句
が
種
々
用
い

ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
「
鼠
」
は
、「
ね
ず
生
ひ
」「
ね
ず
鳴
き
」「
嫁
の

子
（
御
）」
を
除
き
、い
ず
れ
も
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。

　

で
は
、
そ
れ
以
前
の
上
代
に
お
い
て
、
鼠
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、ま
ず
「
鼠
」
の
例
を
記
紀
や
『
風
土
記
』

『
万
葉
集
』
を
中
心
に
多
角
的
に
見
る
こ
と
で
、
上
代
に
お
け
る
鼠
に
対

す
る
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

管
見
に
よ
る
と
、上
代
の
「
鼠
」
の
内
容
的
に
最
古
の
例
は
、『
古
事
記
』

巻
上
の「
須
佐
之
男
命
」が
婿
の「
大お
ほ

穴あ
な

牟む

遅ぢ

神の
か
み

」（
後
の「
大お
ほ

国く
に

主ぬ
し

神
」）

に
課
し
た
三
つ
の
難
題
の
最
後
に
見
ら
れ
る
（
後
掲
�
）。
鼠
の
お
陰
で

火
難
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
。
こ
の
関
係
が
、大
国
主
が
習
合
し
た「
大だ
い
こ
く黒

天
」

と
、
そ
の
使
の
「
白
鼠
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
繋
が
っ
て
い
く（
４
）。

　

本
稿
で
は
、
上
代
の
鼠
の
種
々
相
、
鼠
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
こ
の
話
の
解
釈
、
特
に
鼠
が
救
済
者
と
し
て
そ
こ
に
登
場
す
る

理
由
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

一
、
十
二
支
の
「
子
」

　

と
こ
ろ
で
、
鼠
に
つ
い
て
は
「
子ね

」
の
例
も
看
過
で
き
な
い
。
十
二
支

の
最
初
で
あ
り
、
前
述
の
去
来
の
「
鼠
の
賦
」
で
も
、
末
尾
以
外
は
プ
ラ

ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
柄
が
網
羅
さ
れ
た
第
三
段
の
冒
頭
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

　

③
『
風
俗
文
選
』
巻
三
・
賦
類
・
鼠
賦

　
　

つ
く
〴
〵
汝
が
尊
き
を
思
へ
。
日
よ
み
の
初は

じ
め

に
呼
れ
て
、
位
司
い

や
し
か
ら
ず
。
百
敷
の
か
し
こ
き
も
、
甲
子
を
む
か
へ
て
、
年
の
号な

あ
ら
た
め
給
ふ
ぞ
か
し
。
あ
ら
玉
の
春
立
か
へ
れ
ば
、
子
の
日
の
御

賀
あ
り
。
子
祭
と
い
へ
る
は
、
い
づ
れ
の
長
者
の
伝
へ
な
る
。
か
ら

の
日や
ま
と本

の
歌
に
も
よ
め
り
。（
後
略
）

　

破
線
部
の
「
甲
子
」
改
元
は
、康
保
元
年
（
九
六
四
）
が
初
例
で
あ
る
、



－ 27 －

　

一
方
、
正
月
の
年
中
行
事
「
子
の
日
」
は
、
奈
良
時
代
に
既
に
始
ま
っ

て
い
た
。『
続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
正
月
壬
子
（
十
二
日
）

条
の
「
賜
饗
」
が
初
見
で
、天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）「
春
正
月
三
日
（
丙

子
）」
に
、「
諸
王
卿
等
」
が
「
玉
箒
」
と
「
宴
」
を
賜
り
、
勅
命
で
詩
歌

を
作
っ
た
際
の
大
伴
家
持
の
歌
も
伝
わ
っ
て
い
る（
５
）。

　

④
『
万
葉
集
』
巻
二
十
・
四
四
九
三
・
新
四
五
一
七
・
題
詞
と
左
注
略

　
　

初
春
の
初
子
の
今
日
の
玉
箒
手
に
取
る
か
ら
に
揺
ら
く
玉
の
緒

　

ま
た
十
二
支
は
、源
為
憲
編
の
幼
学
書『
口く
ち
ず
さ
み遊

』陰
陽
門
で「
十
二
神
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
四
神
」
と
同
様
に
「
神
」
で
も
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
奈
良
県
明
日
香
村
の
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
頃
初
め
頃
に

作
ら
れ
た
円
墳
「
キ
ト
ラ
古
墳
」
の
壁
画
に
は
、
四
神
だ
け
で
な
く
、
そ

の
下
に
三
体
ず
つ
、
男
性
官
人
の
「
衣
服
」
を
着
て
右
手
に
武
具
を
持
っ

た
、
立
ち
姿
の
十
二
神
の
像
（
獣
頭
人
身
像
）
が
描
か
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
北
壁「
玄
武
」の
下
の「
子（
鼠
）」の
神
像
も
、

東
壁
「
青
龍
」
の
下
の
「
寅
（
虎
）」
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
が
、現
存
す
る
。

無
論
こ
の
鼠
に
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
無
い
。
奈
良
時
代
以
前
か
ら

「
鼠
」
に
対
す
る
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
考
古
史
料
で
も

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、『
日
本
書
紀
』
の
兆
と
し
て
の
「
鼠
」

　

『
古
事
記
』
に
は
大
国
主
の
火
難
の
場
面
（
後
掲
�
）
以
外
に
「
鼠
」

が
登
場
し
な
い
の
で
、直
後
に
成
立
し
た
『
日
本
書
紀
』
か
ら
見
て
い
く
。

　

本
節
で
は
、「
兆き
ざ
し

」
と
い
う
共
通
点
の
あ
る
例
を
ま
と
め
て
扱
い
、『
風

土
記
』
と
共
通
す
る
他
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
。

（
一
）
遷
都
等
の
予
兆
と
し
て
の
大
移
動

　

動
物
の
諸
現
象
を
予
兆
と
捉
え
る
こ
と
は
、漢
代
に
遡
る
（
例
え
ば
『
漢

書
』
五
行
志
・
中
之
上
・
貌
羞
・
鼠
妖
）。
日
本
の
上
代
に
も
、
鼠
の
移

動
を
「
老
人
等
」
が
予
兆
と
解
し
た
例
が
、『
日
本
書
紀
』
に
四
例
見
ら

れ
る
。

　

⑤
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
五
・
孝
徳
天
皇
・
大
化
元
年
（
六
四
五
）
条

　
　

冬
十
二
月
乙
未
朔
つ
い
た
ち

癸
卯
（
九
日
）、
天
皇
遷
都
難
波
長な

が
ら柄

豊と
よ

碕さ
き

。

老お
き
な人

等ら

相
謂
か
た
り
て

之
曰
、
自
春
至
夏
鼠
向
難
波
、
遷
都
之
兆
也
〔
春
よ

り
夏
に
至
る
ま
で
に
、
鼠
の
難
波
に
向ゆ

き
し
は
、
遷み

や
こ
を
う
つ都

す
兆き

ざ
し

な

り
け
り
〕。

　

こ
の
記
事
に
つ
い
て
、小
学
館『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下『
新

全
集
』）は
次
の
例
を
引
く
。
な
お
三
史
に
は「
群
鼠
」の
語
は
見
え
な
い
。

　

⑥
『
北
史
』
巻
五
・
魏
本
紀

　
　

永
煕
（
中
略
）
三
年
（
中
略
）
是
歳
二
月
、熒け
い

惑ご
く

（
火
星
）、入
南
斗
。

衆
星
、
北
流
。
群
鼠
、
浮
河
、
向
鄴
。（
中
略
）
其
冬
十
月
、
高
歓
、

推
清
河
王
亶
子
善ぜ
ん

見け
ん

、
為
主
、
徙
都
鄴
〔
都
を
鄴
に
徙う

つ

し
〕、
是
為

東
魏
。
魏
、
於
此
、
始
分
為
二
。

　

東
魏
（
五
三
四
～
五
五
〇
）
は
、
洛
陽
を
都
と
す
る
北
魏
末
の
混
乱
の

際
に
、黄
河
の
下
流
に
あ
る
鄴ぎ
ょ
う

を
都
と
し
て
建
て
ら
れ
た
王
朝
で
あ
る
。

　

⑤
に
は
⑥
の
よ
う
に「
群
鼠
」と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
自
春
至
夏
」

と
い
う
移
動
期
間
の
長
さ
か
ら
、
少
数
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

⑦
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
五
・
孝
徳
天
皇
・
大
化
二
年
、
三
年
条

　
　

是
歳
、
越こ

し
の

国く
に

之
鼠
、
昼
夜
相
連
、
向
東
移う

つ
り
ゆ
く去

。
三
年
（
中
略
）
是

歳
（
中
略
）
造
渟ぬ

足た
り
の

柵き

、
置
柵き

の

戸へ

。
老お
き
な人
等ど
も

相
謂
之
曰
、
数あ

ま
た

年と
せ

鼠
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向
東
行
、
此
造
柵
之
兆
乎
〔
此
、
柵
を
造
る
兆
か
〕。

　

大
化
三
年
に
、北
方
警
固
の
為
に
国
内
で
初
め
て
城
柵
が
造
ら
れ
た
が
、

そ
の
前
兆
と
し
て
、「
是
の
歳
」（
前
年
中
に
、
但
し
老
人
の
談
で
は
何
年

も
前
か
ら
）、
越
の
国
の
鼠
が
「
東
」
へ
、
つ
ま
り
「
柵
」
の
無
い
内
陸

に
移
動
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、「
昼
夜
相
連
」
と
大
移
動
で
あ

る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
鼠
の
多
産
と
い
う
こ
と
も
窺
え
る

記
事
で
あ
る
。

　

⑧
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
五
・
孝
徳
天
皇
・
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
条

　
　

五
年
春
正
月
戊
申
朔
夜
、
鼠
向
倭

や
ま
と
の

都み
や
こ

而
遷
。（
中
略
）
十
二
月
壬

寅
朔
己
酉
（
八
日
）（
中
略
）
是
日
、
皇
太
子
（
中
大
兄
皇
子
）
奉

皇す
め
み
お
や
の

祖
母
尊み
こ
と

（
皇
極
上
皇
、
天
皇
の
同
母
姉
、
皇
太
子
の
母
）、
遷
居

倭
や
ま
と
の

河か
は
へ
の辺

行か
り
み
や宮

（
飛
鳥
河
辺
の
行
宮
）。
老お
い
ひ
と者
語
之
曰
、鼠
向
倭
都
、

遷
都
之
兆
也
。

　

こ
の
年
も
、
前
掲
⑤
の
大
化
元
年
の
「
難
波
」
と
同
様
に
、「
十
二
月
」

の
「
遷
都
」
の
予
兆
と
し
て
、「
春
」
に
鼠
が
移
っ
て
い
た
と
い
う
。
但

し
⑤
の
長
期
に
亘
る
大
移
動
と
は
異
な
り
、
元
日
の
夜
に
限
ら
れ
た
。

　

⑨
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
七
・
天
智
天
皇
五
年
（
六
六
六
）、
六
年
条

　
　

是
冬
、
京み

や
こ都

之
鼠
向
近
江
移
。（
中
略
）
六
年
春
（
中
略
）
三
月
辛

酉
朔
己
卯
（
十
九
日
）、
遷
都
于
近
江
。
是
時
、
天あ

め
の
し
た
の下

百お
ほ
み
た
か
ら姓

不

願
遷
都
、
諷そ

へ
あ
さ
む
く諫

者
多
、
童わ

ざ
う
た謡

亦
衆お

ほ
し

。
日
々
夜
々
、
失み

づ
な
が
れ火

処
多
。

　

右
の
記
事
も
、「
老
人
等
」「
老
者
」
の
言
葉
は
見
え
な
い
が
、「
兆
」

と
見
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

　

以
上
の
四
例
は
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
孝
徳
朝
の
三
例
を
含
め
、
す
べ
て

天
智
天
皇
と
関
わ
っ
て
お
り
、
例
の
偏
在
が
著
し
い
（
後
掲
⑩
も
天
智
朝

で
、
�
が
皇
極
朝
で
あ
る
）。

　

「
鼠
」
の
大
移
動
は
、そ
の
習
性
の
一
つ
で
あ
る
が
、以
上
の
四
例
は
、

遷
都
（
⑤
⑧
⑨
）
や
造
柵
（
⑦
）
の
予
兆
で
あ
り
、
凶
事
で
は
な
い
。
但

し
、
最
後
の
⑨
の
近
江
遷
都
の
み
、
人
々
が
望
ま
ず
、
風
刺
の
歌
が
多
く

作
ら
れ
放
火
も
あ
っ
た
の
で
、
凶
兆
と
言
え
な
く
も
な
い
。
鼠
が
予
知
し

た
遷
都
の
三
例
は
、
国
家
を
挙
げ
て
の
難
波
宮
遷
都
→
天
皇
の
意
に
反
し

た
飛
鳥
復
帰
→
天
皇
に
よ
る
人
民
の
意
に
反
し
た
大
津
宮
遷
都
と
、
価
値

が
落
ち
て
い
く
。
以
後
、
正
史
に
は
「
鼠
」
の
行
動
を
予
兆
と
し
た
記
録

は
見
え
な
い
。

（
二
）
馬
の
尾
に
鼠
が
子
を
産
み
つ
け
る
─
─
五
行
占

　

五ご
ぎ
ょ
う行
占せ
ん

は
、『
漢
書
』
五
行
志
に
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

書
は
、
勅
命
に
よ
り
、
陰
陽
寮
の
陰
陽
部
門
の
教
科
書
の
一
つ
と
さ
れ
た

（『
続
日
本
紀
』
孝
謙
天
皇
・
天
平
宝
字
元
年
十
一
月
癸
未
条
）。
ま
た
、

そ
れ
以
前
の
天
平
年
中
（
七
二
九
～
七
四
九
）
の
「
官
人
考
試
帳
」（『
正

倉
院
文
書
』）
に
は
、「
従
七
位
下
守し
ゅ

陰
陽
師
文ふ
み
の

忌い
み

寸き

広ひ
ろ

麻ま

ろ呂
〈
年
五
十
、

右
京
〉」
の
「
能
」
と
し
て
、「
五
行
占
、
相
地
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
は
五
行
占
の
一
例
で
あ
る
。
⑨
の
遷
都
の
約
五
年
前
に
当
た
る
。
鼠

が
、
意
外
な
暗
が
り
、
隙
間
を
巣
に
し
て
子
を
産
み
つ
け
た
こ
と
は
、
平

安
の
和
歌
に
も
「
琴
腹
」「
火
桶
」
な
ど
の
例
が
見
え
、
習
性
と
し
て
理

解
し
や
す
い
。

　

⑩
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
七
・
天
智
天
皇
元
年
（
六
六
二
）
条

　
　

夏
四
月
、
鼠
産
馬
尾
〔
馬
の
尾
に
産こ

う

む
〕。
釈
道
顕
占
曰
、
北
国
之

人
将
附
南
国
〔
北き

た
く
に国

の
人
、
南

み
な
み
の

国く
に

に
附つ

か
む
と
す
〕。
蓋
高
麗
破
、
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而
属
日
本
乎
〔
蓋
し
高
麗
破
れ
て
、
日
本
に
属つ

か
む
か
〕。

　

「
鼠
」
が
「
馬
の
尾
」
に
子
を
産
み
つ
け
た
の
で
、
五
行
の
配
当
に
よ

り
、「
鼠
」
＝
子ね

＝
「
北
」
が
、「
馬
」
＝
午
＝
「
南
」
の
後
に
従
う
、
つ

ま
り
北
方
の
高
句
麗
（
六
六
八
年
九
月
滅
亡
）
が
、
南
に
あ
る
日
本
に
従

属
す
る
、
と
解
釈
さ
れ
た
。
日
本
に
と
っ
て
は
、
吉
兆
と
言
え
る
出
来
事

で
あ
っ
た
。

　

な
お
こ
の
例
は
、『
平
家
物
語
』
巻
五
「
物も
っ
け怪

之
沙
汰
」
で
、「
福
原
に

都
を
う
つ
さ
れ
て
後
」
の
怪
異
の
一
つ
と
し
て
類
似
の
こ
と
を
挙
げ
た
後

に
引
か
れ
、「
異
国
の
凶
賊
蜂
起
し
た
り
け
る
と
ぞ
、
日
本
紀
に
は
見
え

た
る
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、『
広
文
庫
』
が
引

く
よ
う
に
、曲
亭
馬
琴
『
燕
石
雑
志
』
巻
之
五
下
の
「
十
二
獣
追
考
」
が
、

「
天
智
天
皇
の
お
ん
時
」
は
「
吉
瑞
」
で
、「
平
家
に
あ
り
て
は
、
義
仲

起
り
て
北
国
の
人
南
国
を
犯
す
の
凶
祥
た
り
」と
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

確
か
に
そ
の
違
い
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、『
平
家
物
語
』
が
こ
の
先
例

を
遷
都
に
対
す
る
非
難
の
文
脈
で
引
用
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
武
家
に
と
っ
て
身
近
な
「
馬
」
の
話
で
あ
り
、
か
つ
、
前
掲
⑨
の
通

り
同
じ
天
智
天
皇
に
よ
る
遷
都
が
非
難
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
選
択
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
こ
の
五
行
占
に
お
い
て
、「
鼠
」
が
「
北
」
を
表
わ
す
と
解
さ
れ

て
い
る
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の
キ
ト
ラ
古
墳
の
神
像
と
同

様
で
あ
る
。
そ
し
て
五
行
で
は
、「
北
」
は
「
水
」
で
あ
る
。

（
三
）
祥
瑞
・
瑞
兆
と
し
て
の
「
白
鼠
」

　

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
吉
祥
に
は
、
瑞
雲
な
ど
の
天
象
以
外
に
、
珍
し
い

色
の
動
物
も
含
ま
れ
る
。
特
に
「
白
」
が
多
い
。『
延
喜
式
』
は
延
長
五

年
（
九
二
七
）
成
立
の
書
だ
が
、
一
覧
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
掲

げ
て
お
く
。

　

⑪
『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
・
治
部
省
・
祥
瑞
（
割
注
は
略
す
）

　
　

景
星
。
慶
雲
。
黄
真
人
。
河
精
。
麟
。
鳳
。
鸞
。
比
翼
鳥
。
同
心
鳥
。

永
楽
鳥
。
富
貴
。
吉
利
。
神
亀
。
龍
。
騶
麌
虞
。
白
沢
。
神
馬
。
周

帀
。
角
端
。
解
廌
。
比
肩
獣
。
六
足
獣
。
茲
白
。
白
象
。
一
角
獣
。

天
鹿
。
鱉
封
。
酋
耳
。
豹
犬
。
露
犬
。
玄
珪
明
珠
。
玉
英
。
山
称
万

歳
。
慶
山
。
山
車
。
象
車
。
鳥
車
。
根
車
。
金
車
。
朱
草
。
屈
軼
。

蓂
莢
。
平
露
。

甫
。
蒿
柱
。
金
牛
。
玉
馬
。
玉
猛
獣
。
玉
甕
。
神

鼎
。
銀
甕
。
瓶
甕
。
丹
甑
。
醴
泉
。
浪
井
。
河
水
清
。
河
水
五
色
。

江
水
五
色
。
海
水
不
揚
波
。

　
　
　
　

右
、
大
瑞
。

　
　

三
角
獣
。
白
狼
。
赤
羆
。
赤
熊
。
赤
狡
。
赤
兎
。
九
尾
狐
。
白
狐
。

玄
狐
。
白
鹿
。
白
麞
。
兕
。
玄
鶴
。
青
烏
。
赤
烏
。
三
足
烏
。
赤
鷰
。

赤
雀
。
比
目
魚
。
甘
露
。
廟
生
祥
木
。
福
草
。
礼
草
。
萍
実
。
大
貝
。

白
玉
赤
文
。
紫
玉
。
玉
羊
。
玉
亀
。
玉
牟
。
玉
典
。
玉
璜
。
黄
銀
。

金
勝
。
珊
瑚
鈎
。
駭
雞
犀
及
戴
通
。
璧
琉
璃
。
鶏
趣
。

　
　
　
　

右
、
上
瑞
。

　
　

白
鳩
。
白
烏
。
蒼
烏
。
白
睪
。
白
雉
。
雉
白
首
。
翠
烏
。
黄
鵠
。
小

鳥
生
大
鳥
。
朱
鴈
。
五
色
鴈
。
白
雀
。
赤
狐
。
黄
羆
。
青
熊
。
玄
貉
。

赤
豹
。
白
兎
。
九
真
奇
獣
。
流
黄
出
谷
。
沢
谷
生
白
玉
。
瑯
玕
景
。

碧
石
潤
色
。
地
出
珠
。
陵
出
黒
丹
。
威
委
。
威
緌
。
延
喜
。
福
并
。

紫
脱
常
生
。
賓
連
達
。
善
茅
。
草
木
長
生
。
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右
、
中
瑞
。

　
　

秬
秠
。
嘉
禾
。
芝
草
。
華
平
。
人
参
生
。
竹
実
満
。
椒
桂
合
生
。
木

連
理
。
嘉
木
。
戴
角
麀
鹿
。
駮
麀
。
神
雀
。
冠
雀
。
黒
雉
。
白
鵲
。

　
　
　
　

右
、
下
瑞
。

　

こ
こ
に
は
、「
白
兎
」は
見
え
る
が「
白
鼠
」は
無
い
。
但
し
類
書
に
は
、

次
の
よ
う
に
「
白
」
い
「
鼠
」
を
特
別
視
す
る
発
想
が
見
ら
れ
る
。『
藝

文
類
聚
』
は
、
初
唐
の
欧
陽
詢
等
の
編
で
、『
日
本
書
紀
』
の
文
飾
に
も

利
用
さ
れ
た（
６
）。

な
お
、盛
唐
の
徐
堅
等
編
『
初
学
記
』
巻
二
十
九
・
獣
部
・

鼠
第
十
四
で
は
、「
事
対
」
に
「
肉
万
斤
、
寿
三
百
」
と
あ
る
。

　

⑫
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
五
・
獣
部
下
・
鼠

　
　

『
抱
朴
子
』
内
篇
曰
、『
玉
策
記
』
称と
な
ふ

、「
鼠
、
寿
三
百
歳
。
満
一

百
歳
者
、
則
色
白
。
善よ

く

憑
人
、
而
卜
。
名
曰
仲
。
能
知
一
年
中
吉
凶

及
千
里
外ほ

か

事
也
」。

　

確
か
に
出
典
の
『
抱
朴
子
』
内
篇
・
巻
三
・
対
俗
に
、同
文
が
見
え
る
。

鼠
は
、
寿
命
が
「
三
百
歳
」
で
あ
り
、「
一
百
歳
」
に
な
る
と
白
く
な
り
、

人
に
乗
り
移
っ
て
占
い
を
し
、そ
の
年
の
「
吉
凶
」
や
、「
千
里
の
外
の
事
」

を
知
る
と
い
う
。
前
者
が
、
前
々
項
で
見
た
予
知
能
力
と
共
通
す
る
。

　

若
干
内
容
が
異
な
る
が
、
平
安
中
期
の
幼
学
書
に
も
引
か
れ
て
い
る
の

で
、
参
考
ま
で
に
引
い
て
お
く
。
こ
の
こ
と
は
、
上
代
以
降
、
鼠
に
つ
い

て
の
基
礎
知
識
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
前
述
し
た
去
来
「
鼠
の
賦
」

に
は
見
え
な
い
が
、「
も
し
白
子
出
て
、
福
の
神
に
や
愛
せ
ら
れ
む
」
が

近
い
）。

　

⑬
『
注
好
選
』
下
・
五
百
の
老ら
う

鼠そ

は
羅
漢
果
を
得う

第
六
（
原
漢
文
）

　
　

（
前
略
）
又
外
典
の
『
抱
朴
子
』
が
曰
は
く
、「
白
鼠
は
、
寿
三
百

才
に
満
つ
る
と
き
、
即
ち
色
白
し
。
百
才
の
初
め
よ
り
白し

ろ

む
な
り
。

白
鼠
と
成
れ
ば
、善
く
一
年
の
内
の
吉き

ち

凶く

并
千
里
の
外ほ

か

の
事
を
知
る
。

名
づ
け
て
神し
ん

と
曰
ふ
」。
鼠
の
耳
は
季
春
に
増
す
。
火く

わ

鼠そ

は
炎
州
に

育う
ま

る
。
其
の
皮
を
取
り
て
衾ふ

す
ま

と
為
す
な
り
。
火
鼠
は
風
に
当
た
れ

ば
即
ち
死
す
。
鼠
大
き
な
る
鑊か
な
へ

に
入
り
て
、
三
年
金か
ね

の
気け

を
飡く
ら

ひ

て
命
を
存
す
。
常
に
一
つ
処
を
以
て
小
便
を
為
す
。
小
便
に
鑊
の
尻し
り

朽
ち
破
れ
て
、
其そ
れ

よ
り
鼠
出
づ
る
な
り
。
時
に
人
云
は
く
、「
励
む

鼠
は
鑊
の
尻
を
穿
つ
」
と
。

　

以
上
の
よ
う
に
『
抱
朴
子
』
内
篇
は
、「
白
鼠
」
に
霊
力
、特
に
「
知
る
」

能
力
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
祥
瑞
と
は
言
い
難
い
。

　

し
か
し
日
本
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
祥
瑞
と
し
て
諸
国
か
ら
の
「
白

鼠
」の
献
上
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
平
安
時
代
の
例
も
併
せ
て
挙
げ
て
お
く
。

一
方
「
九
尾
の
狐
」
は
、
類
書
や
前
掲
⑪
の
『
延
喜
式
』
で
は
祥
瑞
と
さ

れ
て
い
る
が（
７
）、「

白
鼠
」
と
は
逆
に
、
日
本
で
は
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
日
本
人
の
取
捨
選
択
、
嗜
好
が
窺
え
る
。

　

⑭
『
続
日
本
紀
』
巻
九
・
聖
武
天
皇
・
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
条

　
　

三
年
春
正
月
辛
巳
（
二
日
）、
京
職
、
献
白
鼠
。
大
倭
国
、
献
白
亀
。

　

⑮『
続
日
本
紀
』巻
二
十
九
・
称
徳
天
皇
・
神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）

条

　
　

十
一
月
壬
申（
二
日
）、美
作
掾
正
六
位
上
恩
智
神
主
広
人
、献
白
鼠
。

　

⑯
『
続
日
本
紀
』
巻
三
十
五
・
光
仁
天
皇
・
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
条

　
　

夏
四
月
甲
申
（
八
日
）、（
中
略
）
摂
津
国
、
献
白
鼠
。（
中
略
）

　
　

十
二
月
癸
未
（
十
一
日
）、
大
宰
府
、
献
白
鼠
赤
眼
〔
白
鼠
の
赤
眼

な
る
〕。
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⑰
『
続
日
本
紀
』
巻
四
十
・
桓
武
天
皇
・
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
条

　
　

九
月
（
中
略
）
己
卯
（
十
六
日
）、
摂
津
職
、
貢
白
鼠
赤
眼
。

　

⑱
『
日
本
後
紀
』
巻
十
七
・
平
城
天
皇
・
大
同
四
年
（
八
〇
九
）
条

　
　

三
月
（
中
略
）
辛
酉
（
十
六
日
）、
山
城
国
、
献
白
鼠
。

　

⑲
『
文
徳
天
皇
実
録
』
巻
四
・
文
徳
天
皇
・
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
条

　
　

二
月
（
中
略
）
戊
午
（
二
十
一
日
）、（
中
略
）
大
宰
少
弐
従
五
位
下

橘
朝
臣
高
宗
、
献
白
鼠
一
頭
。

　

⑳
『
扶
桑
略
記
』
醍
醐
天
皇
・
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
条

　
　

十
一
月
一
日
壬
申
、
因
幡
国
、
献
白
鼠
。

　

こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
末
ま
で
「
白
鼠
」
は
祥
瑞
と
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
後
は
、
他
の
「
白
狐
」
な
ど
を
含
め
祥
瑞
の
報
告
自
体
が
見
ら
れ
な
く

な
る
。

　

ま
た
、
以
上
の
「
白
鼠
」
の
例
が
、
畿
内
の
山
城
・
摂
津
、
山
陽
の
美

作
、
山
陰
の
因
幡
、
大
宰
府
と
、
西
日
本
に
限
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
的
で

あ
る
。
大
国
主
の
火
難
の
舞
台
は
地
下
と
考
え
ら
れ
る
「
根
堅
州
国
」
だ

が
、そ
の
入
り
口
は
「
木
国
」（
紀
伊
国
）
で
、出
口
は
「
出
雲
国
」
で
あ
っ

た
。
地
域
的
に
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

三
、『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
の
「
鼠
」
の
穴

　

こ
こ
ま
で
の
記
紀
そ
の
他
の
「
鼠
」
の
例
は
、
近
江
遷
都
の
予
兆
と
し

て
の
大
移
動
も
あ
っ
た
が
、
吉
兆
・
祥
瑞
と
な
る
な
ど
、
価
値
が
認
め
ら

れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
に
負
価
値
の
例
も

あ
る
。

　

「
鼠
」
は
、『
藝
文
類
聚
』
鼠
に
「『
説
文
』
曰
、
鼠
、
穴
虫
総
名
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
穴
」
に
住
む
。
こ
の
こ
と
が
、
正
史
や
地
誌
に
お
い

て
は
、
朝
廷
側
の
立
場
か
ら
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

（
一
）
蘇
我
入
鹿
の
弱
さ

　

『
日
本
書
紀
』
で
は
ま
ず
、
蘇
我
入
鹿
が
、
自
分
の
本
拠
を
出
て
、
聖

徳
太
子
の
長
子
山や
ま
し
ろ背

大
兄
王
を
討
ち
に
行
こ
う
と
し
た
の
を
、
彼
に
擁
立

さ
れ
た
古ふ
る

人ひ
と

大
兄
皇
子
（
舒
明
天
皇
第
一
皇
子
、
母
は
蘇
我
馬
子
女
、
中

大
兄
皇
子
の
異
母
兄
）
が
、
危
険
だ
と
戒
め
た
言
葉
の
中
に
見
え
る
。

　

�
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
四
・
皇
極
天
皇
二
年
（
六
四
三
）
十
一
月
条

　
　

古
人
皇
子
曰
、鼠
伏
穴
而
生
、失
穴
而
死
〔
鼠
は
穴
に
伏か

く

れ
て
生
き
、

穴
を
失
ひ
て
死
ぬ
〕。
入
鹿
由
是
止
行
〔
是
に
由
り
て
行
く
こ
と
を

止や

め
〕、遣
軍
将
等
、求
於
胆
駒
。
竟
不
能
覓〔
軍い
く
さ
の
き
み将
等た
ち

を
遣や

り
て
、

胆い

駒こ
ま

に
求
め
し
む
。
竟
に
覓も
と

む
る
こ
と
能
は
ず
〕。

　

「
鼠
」
は
、
弱
い
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
編
纂
時
に
お

け
る
蘇
我
氏
に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
の
影
響
が
窺
え
る
表
現
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
時
入
鹿
は
皇
子
に
言
わ
れ
て
思
い
留
ま
り
、
彼
が
遣
わ
し
た

軍
将
達
が
生
駒
山
か
ら
斑
鳩
寺
に
入
っ
た
王
を
襲
っ
て
、
自
害
に
至
ら
せ

た
。
し
か
し
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
局
二
年
後
に
は
中
大
兄
と
中
臣
鎌
足

ら
に
よ
り
討
伐
さ
れ
る
。
皇
子
の
言
葉
は
予
言
で
も
あ
っ
た
。

（
二
）「
土
蜘
蛛
」
の
住
処
　
附
「
鼠
竊
」

　

右
の
『
日
本
書
紀
』
の
傍
線
部
の
発
想
と
、
東
西
の
『
風
土
記
』
に
見

ら
れ
る
「
土
蜘
蛛
」
の
住
む
岩
窟
を
「
鼠
の
い
は
や
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
は

通
底
し
て
い
る
。
穴
居
生
活
と
い
う
事
実
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
土
着
の



－ 32 －

先
住
民
達
が
、
弱
く
卑
小
な
勇
気
の
無
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

る
。

　

�
『
豊
後
国
風
土
記
』
大
野
郡

　
　

昔
者
、
纏ま
き

向む
く

日ひ

代し
ろ
の

宮み
や
に

御あ
め
の
し
た
し
ろ
し
め
し
し宇
天
皇
（
景
行
天
皇
）、
在
球く
た
み
の覃

行か
り

宮み
や

。
仍
す
な
は
ち

欲
誅
鼠
石
窟
土
蜘
蛛
〔
鼠
の
石い

は

窟や

の
土
蜘
蛛
を
誅つ
み
な

は

む
と
欲お
も
ほ

し
〕

　

速
見
郡
に
も
類
似
の
例
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
え

る
の
で
、両
書
を
掲
げ
て
お
く
。「
此
村
」は
、速
見
邑
又
は
宮
浦
を
指
す
。

　

�
『
豊
後
国
風
土
記
』
速
見
郡

　
　

於
此
村
有
女を
み
な人

、
名
曰
速は
や

津つ

媛ひ
め

、
為
其
処
之
長を
さ

。
即
聞
天
皇
（
景
行

天
皇
）
行
幸
、
親み
づ
か
ら自

奉
迎
、
奏ま
を
し
し
く言

、「
此
山
有

大
お
ほ
き
な
る

磐い
は

窟や

、
名
曰

鼠
磐
窟
、
土
蜘
蛛
二
人
住
之
。
其
名
曰
青
・
白
。（
後
略
）」

　

�
『
日
本
書
紀
』
巻
七
・
景
行
天
皇
十
二
年
十
月
条

　
　

到
速
見
邑
、
有
女
人
、
曰
速
津
媛
。
為
一
処
之
長
。
其
聞
天
皇

車い
で
ま
せ
り駕
、
而
自
奉
迎
之
諮
ま
を
し
て

言
ま
を
さ
く

、
茲こ
の

山
有
大
石い

は

窟や

。
曰
鼠
石
窟
。

有
二
土
蜘
蛛
、
住
其
石
窟
。
一
曰
青
、
一
曰
白
。（
後
略
）

　

こ
の
「
鼠
の
い
は
や
」
と
呼
ば
れ
る
石
窟
に
住
む
「
土
蜘
蛛
」
二
人
の

名
が
「
青
」
と
「
白
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
の
『
新

全
集
』
頭
注
に
は
、「
色
対
を
意
識
し
た
命
名
か
」
と
あ
る
。

　

確
か
に「
青
」「
白
」は
、五
行
思
想
で
対
照
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

但
し
「
青
」
は
、
色
と
し
て
は
「
青
旗
」「
青
雲
」
な
ど
黒
色
に
当
た
る

場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
黒
・
白
の
組
み
合
せ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、

「
鼠
」
の
毛
の
色
に
因
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

馬
の
毛
色
の
種
類
に
、
黒
白
交
じ
り
の
「
鼠ね
ず
み

毛げ

」、
別
名
「
二に

毛げ

」
が
あ

る
。
ま
た
、
無
常
を
表
わ
す
「
黒
鼠
」
と
「
白
鼠
」
の
「
二に

鼠そ

」
も
知
ら

れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
青
・
白
」
は
「
鼠
」
の
色
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。

　

さ
て
、
先
住
民
の
穴
居
を
「
鼠
」
の
「
穴
」
に
見
立
て
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、前
節
で
見
た
「
白
鼠
」
の
瑞
祥
と
は
異
な
り
、東
国
の
例
も
あ
る
。

　

�
『
常
陸
国
風
土
記
』
茨
城
郡

　
　

古ふ
る

老お
き
な

曰
、昔
、在
国く

巣ず

〈
俗
語
、都
知
久
母
。
又
云
夜や

都つ

賀か

波は

岐ぎ

。〉

山
之
佐さ

伯へ
き

・
野
之
佐
伯
。
普
置
掘
土
窟
、
常
居
穴
、
有
人
来
、
則
入

窟
而
竄
、
其
人
去
、
更
出
郊
以
遊
之
。
狼
性
梟
情
、
鼠
窺
狗
盗

〔
普あ

ま
ね

く
土つ

ち
む
ろ窟

を
置ま

う

け
掘
り
、
常
に
穴
に
居す

み
、
人
の
来
る
あ
ら
ば
、

す
な
は
ち
窟む

ろ

に
入
り
て
竄か

く

れ
、
そ
の
人
去
ら
ば
、
更ま
た

郊の

に
出
で
て
遊

べ
り
。
狼
の
性さ
が

、
梟
の
情こ
こ
ろ

あ
り
て
、
鼠
の
ご
と
窺う

か
が

ひ
狗い

ぬ

の
ご
と
盗

む
〕。

　

「
鼠
の
い
は
や
」の
熟
語
は
見
え
な
い
が
、豊
後
国
の
二
例
と
同
じ
く
、

「
つ
ち
く
も
」
が
「
穴
」
に
住
む
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
波
線
部
で
は
、
同
じ
く
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
盗
人
の
比

喩
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
新
全
集
』
頭
注
が
、『
史
記
』
叔
孫
通
伝
（
巻

九
十
九
・
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
第
三
十
九
）
の
「
鼠そ

竊せ
つ

狗
偸
」
を
挙
げ
、「
こ

そ
こ
そ
と
様
子
を
窺
っ
て
犬
の
よ
う
に
素
早
く
盗
む
。」
と
訳
す
通
り
で

あ
る
。
こ
の
熟
語
そ
の
も
の
を
、
同
じ
く
異
民
族
軽
視
の
文
脈
で
用
い
た

例
も
あ
る
。

　

�
『
続
日
本
紀
』
巻
三
十
三
・
光
仁
天
皇
・
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
八

月
辛
卯
（
二
十
四
日
）
条

　
　

先
是
、
天
皇
、
依
鎮
守
将
軍
（
大
伴
駿
河
麻
呂
）
等
所
請
、
令
征
蝦
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賊
。
至
是
、
更
言ま
を
す

、「
臣
等
、
計
賊
所
為
、
既
是
鼠そ

竊せ
つ

狗
偸
。
雖

時と
き
に

有
侵
掠
、而
不
致
大
害
。
今
属
茂
草
、攻
之
。
臣
恐
後
悔
無
及
」。

天
皇
、
以
其

軽
か
ろ
が
ろ
し
く

論
軍
興
、
首
尾
異
計
、
下
勅
、
深
譴
責
之
。

　

さ
て
、�
ま
で
の
五
例
に
、『
説
文
解
字
』
の
「
穴
虫
」
と
同
じ
く
、「
鼠
」

は
「
穴
」
に
隠
れ
住
む
も
の
と
い
う
認
識
が
窺
え
た
。
前
掲
①
の
道
長
歌

の
「
子
鼠
」
に
対
す
る
「
あ
な
う
つ
く
し
」
に
「
穴
」
が
掛
け
ら
れ
、
平

安
末
期
に
は
「
穴あ
な

鼠ね
ず
み

」
と
い
う
熟
語
が
生
ま
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。『
倭

名
類
聚
抄
』
巻
十
八
・
毛
群
部
第
二
十
九
・
毛
群
名
・
鼠
に
も
、「『
四
声

字
苑
』
云
、
鼠
〈
昌
与
反
、
和
名
禰
須
美
〉
穴
居
小
獣
、
種
類
多
者
也
」

と
あ
る
。四�

、『
万
葉
集
』
の
「
鼠
」
と
「
死
」
　
附
「
二
鼠
」

の
諸
例

　

『
万
葉
集
』
に
も
、「
鼠
」
が
三
作
品
、
四
箇
所
に
見
え
る
。
但
し
、

い
ず
れ
も
漢
文
で
あ
り
、和
歌
の
例
は
無
い
。
四
例
中
三
例
は
山
上
憶
良
、

残
り
一
例
は
大
伴
家
持
が
用
い
て
お
り
、
作
者
に
偏
り
が
あ
る
。

　

な
お
『
懐
風
藻
』
に
は
「
鼠
」
の
例
は
無
く
、
管
見
に
入
っ
た
詩
の
初

例
は
、
空
海
『
性
霊
集
』
巻
一
「
遊
山
、
慕
仙
詩
并
序
」
の
末
尾
「
老ろ
う

鵶あ

同
お
な
じ
く

黒
色
、
玉
鼠
号な

相あ
い

防ふ
せ
ぐ

（
玉ぎ

ょ
く

と
鼠
ほ
ど
異
な
る
）　

人
心
非
我
意こ
こ
ろ

、

何
得
見
人
腸
は
ら
わ
た

」
で
あ
る
。
後
掲
�
の
『
尹
文
子
』
に
見
え
る
故
事
に
基

づ
く
。

（
一
）
名
鳥
は
「
腐
鼠
」
を
食
わ
ず

　

便
宜
的
に
、
家
持
の
例
を
先
に
取
り
上
げ
、
例
を
遡
っ
て
い
く
。
逃
し

て
し
ま
っ
た
愛
玩
の「
鷹
」を
詠
ん
だ
長
歌
の
左
注
に
、「
鼠
」が
見
え
る
。

　

�
『
万
葉
集
』
巻
十
七
・
四
〇
一
一
～
四
〇
一
五
・
新
四
〇
三
九
～
四

〇
四
三
・
思
放
逸
鷹
、
夢
見
感
悦
作
歌
一
首
并
短
歌
〔
放
逸
せ
る
鷹

を
思
ひ
、
夢い
め

に
見
て
感
悦
し
て
作
る
歌
一
首
并
せ
て
短
歌
〕・
左
注

　
　

右
、射
水
郡
古
江
村
取
獲
蒼
鷹
。
形
容
美
麗
、鷙
雉
秀
群
也
。
於
時
、

養
吏
山
田
史
君
麻
呂
、
調
試
失
節
、
野
獦
乖
候
。
搏
風
之
翹
、
高
翔

匿
雲
、
腐
鼠
之
餌
、
呼
留
靡
験
。（
中
略
）
因
作
却
恨
之
歌
、
式
旌

感
信
。
守
大
伴
宿
祢
家
持　

九
月
廿
六
日
作
也
。

　
　

〔
右
、
射い

水み
づ

郡
の
古ふ
る
え
の江
村む
ら

に
し
て
蒼お

ほ

鷹た
か

を
取と獲
る
。
形か
た
ち容
美
麗
し
く

し
て
、
雉き
ぎ
し

を
鷙と

る
こ
と
群
に
秀
れ
た
り
。
こ
こ
に
、
養
吏
山
田
史ふ
び
と

君
麻
呂
、
調て
う
し試

節
を
失
ひ
、
野
猟
候こ
う

を
乖
く
。
搏は
く
ふ
う風

（
は
ば
た
く
こ

と
）
の
翹
は
、
高
く
翔
り
て
雲
に
匿
り
、
腐
鼠
の
餌ゑ

も
、
呼
び
留と

ど

む

る
に
験し

る
し

靡な

し
。（
中
略
）
因
り
て
恨
み
を
却す

つ
る
歌
を
作
り
、
式も
ち

て

感
信
を
旌あ
ら
は

す
。
守
大
伴
宿
祢
家
持　

（
天
平
十
九
年
）
九
月
廿
六

日
に
作
る
。〕

　

『
新
全
集
』
頭
注
に
、「
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
撰
の
『
新
修
鷹
経
』

や
『
拾
遺
集
』
物
名
な
ど
に
鼠
を
鷹
の
招
餌
（
お
き
え
）
に
す
る
こ
と
が

見
え
、
現
在
で
も
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

　

確
か
に
一
般
的
に
「
鼠
」
は
鷹
の
餌
と
さ
れ
る
。
し
か
し
優
れ
た
鳥
は

死
ん
で
腐
っ
た
鼠
を
食
べ
な
い
。
こ
こ
に
は
、『
万
葉
代
匠
記
』
六
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、『
荘
子
』
秋
水
篇
の
、荘
子
が
梁
の
「
相
」
の
地
位
を
乗
っ

取
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
恵
子
に
対
し
て
語
っ
た
寓
話
が
踏
ま
え
ら
れ
て

い
る
（
空
海
も
『
三
教
指
帰
』
に
複
数
回
引
用
）。
ほ
ぼ
同
文
の
類
書
を

引
い
て
お
く
。
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�
『
藝
文
類
聚
』
鼠
（『
初
学
記
』
鼠
に
は
見
当
た
ら
な
い
）

　
　

『
荘
子
』
曰
（
中
略
）
又
（
秋
水
篇
）
曰
、
恵
子
、
相
梁
〔
梁
に
相

た
り
〕。
荘
子
、
往
見
之
。（
中
略
）
荘
子
、
見
之
曰
、「
南
方
有
鳥
。

其
名
、
鵷ゑ
ん
す
う鶵
。
子
（
恵
子
）、
知
之
乎
。
夫
鵷
鶵
、
発た
ち

南
海
、
飛
至

北
海
。
非
梧
桐
、不
止
。
非
竹
（『
荘
子
』
練
）
実
、不
食
。
非
醴
泉
、

不
飲
。
於
是
、
鴟
、
得
腐
鼠
。
鵷
鶵
、
過
之
。
仰
而
視
之
曰
、『
嚇
』。

今
、
子
、
欲
以
梁
国
、
嚇
我
耶
〔
梁
国
を
以
て
、
我
に
嚇
せ
ん
と
欲

す
る
か
〕」。

　

「
腐
鼠
」
を
拾
っ
た
「
鴟
」（
鳶
）
は
、通
り
か
か
っ
た
「
鵷
鶵
」（
鳳
）

に
横
取
り
さ
れ
る
か
と
思
い
、
鳴
い
て
威
し
た
。
し
か
し
鳳
即
ち
荘
子
に

は
、「
腐
鼠
」
即
ち
「
梁
国
」
な
ど
無
用
で
あ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

な
お
、
家
持
よ
り
も
後
の
白
居
易
（
七
七
二
～
八
四
六
）
も
、「
鶴
」

が
優
れ
た
鳥
で
あ
る
こ
と
の
表
現
の
一
つ
と
し
て
、「
腐
鼠
」
に
は
目
も

く
れ
な
い
こ
と
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
も
、『
荘
子
』
秋
水
篇
に
拠
る
の

だ
ろ
う
。

　

�
『
白
氏
文
集
』
巻
一
・
諷
諭
・
〇
〇
二
八
・
感
鶴
〔
鶴
に
感
ず
〕

　
　

鶴
有
不
群
者　

飛
々
在
野
田

　
　

飢
不
啄
腐
鼠　

渇
不
飲
盗
泉
（
後
略
）

　

以
上
の
よ
う
な
「
腐
鼠
」
の
扱
い
は
、
後
掲
�
の
「
沈
痾
自
哀
文
」
と

同
様
に
、「
鼠
」
の
卑
小
さ
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
死
人
は
「
生
鼠
」
に
も
及
ば
ず

　

憶
良
は
次
の
漢
文
で
「
鼠
」
を
二
度
用
い
た
。
こ
れ
は
無
常
尽
く
し
で

あ
り
、
中
略
し
た
部
分
に
は
、『
論
語
』
子
罕
篇
の
「
川
上
の
嘆
」
な
ど

も
引
か
れ
て
い
る
。

　

�
『
万
葉
集
』
巻
五
・
沈
痾
自
哀
文
・
山
上
憶
良
作

　
　

（
前
略
）
帛
公
略
説
曰
、
伏
思
自
励
、
以
斯
長
生
。
生
可
貪
也
、
死

可
畏
也
。
天
地
之
大
徳
曰
生
。
故
死
人
不
及
生
鼠
。
雖
王
侯
、
一
日

絶
気
、
積
金
如
山
、
誰
為
富
哉
、
威
勢
如
海
、
誰
為
貴
哉
。
遊
仙
窟

曰
、九
泉
下
人
、一
銭
不
直
。（
中
略
）
故
知
生
之
極
貴
、命
之
至
重
。

（
中
略
）
今
吾
為
病
見
悩
、
不
得
臥
坐
。
向
東
向
西
、
莫
知
所
為
。

無
福
至
甚
、
惣
集
于
我
。
人
願
天
従
。
如
有
実
者
、
仰
願
、
頓
除
此

病
、
頼
得
如
平
。
以
鼠
為
喩
、
豈
不
愧
乎
〈
已
見
上
也
〉。

　
　

〔（
前
略
）
帛
公
略
説
に
曰
く
、「
伏
し
て
思
ひ
自
ら
励
む
に
、
斯
の

長
生
を
以
て
す
。
生
は
貪
る
べ
し
、
死
は
畏お

づ
べ
し
」
と
。
天
地
の

大
徳
を
生
と
い
ふ
。故
に
死
に
た
る
人
は
生
け
る
鼠
に
だ
に
及し

か
ず
。

王
侯
な
り
と
雖
も
、
一ひ

と
ひ日

気い
き

を
絶
た
ば
、
積
み
た
る
金く

が
ね

山
の
ご
と

く
あ
り
と
も
、
誰
か
富
め
り
と
為
さ
む
、
威い

き
ほ
ひ勢

海
の
ご
と
く
あ
り
と

も
、
誰
か
貴
し
と
為
さ
む
。
遊
仙
窟
に
曰
く
、「
九
泉
（
黄
泉
）
の

下
の
人
は
、
一
銭
に
だ
に
直あ
た
ひ

せ
ず
」
と
。（
中
略
）
故
に
生
の
極
め

て
貴
く
、
命
の
至
り
て
重
き
こ
と
を
知
る
。（
中
略
）
今
し
吾わ
れ

病
に

悩
ま
さ
れ
、
臥
坐
す
る
こ
と
得
ず
。
向か
に
も
か
く
に
も

東
向
西
、
為
す
所
を
知
る
こ

と
莫
し
（
ど
う
に
も
こ
う
に
も
、
手
の
つ
け
よ
う
が
な
い
）。
福
さ
き
は
ひ

な
き
こ
と
の
至
り
甚
だ
し
き
、
惣
べ
て
我
に
集
ま
る
。「
人
願
へ
ば

天
従
ふ
」
と
。
如も

し
実ま
こ
と

に
あ
ら
ば
、
仰
ぎ
て
願
は
く
は
、
頓た
ち
ま

ち
に

こ
の
病
を
除
き
、
頼
み
て
平つ
ね

の
ご
と
く
な
る
こ
と
を
得
む
と
。
鼠
を

以
て
喩
ひ
と
為
す
、豈
愧
ぢ
ざ
ら
め
や
も〈
已
に
上
に
見
え
た
り
〉。〕

　

前
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、『
新
全
集
』
頭
注
に
は
、「『
抱
朴
子
』
の
「
死
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王
生
鼠
ヲ
楽こ
の

ム
。
帝
王
タ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
死
ス
レ
バ
鼠
ニ
ダ
ニ
及
バ
ズ

…
」（『
太
平
御
覧
』
獣
部
・
鼠
引
用
）
に
よ
っ
て
い
る
。」
と
あ
る
。

　

鼠
の
項
以
外
を
含
め
『
藝
文
類
聚
』
に
は
見
え
な
い
が
、
憶
良
が
当
該

歌
の
注
に
引
く
『
抱
朴
子
』
内
篇
の
巻
十
四
・
勤
求
に
、
右
と
や
や
異
な

る「
故
、有
死
王
楽
為
生
鼠
之
喩
也
」と
い
う
一
文
が
あ
る
。『
東
洋
文
庫
』

は
、「
さ
れ
ば
こ
そ
諺
に
も
『
王
様
と
し
て
死
ぬ
よ
り
は
鼠
と
し
て
生
き

た
が
ま
し
』
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
。
憶
良
の
発
想
は
、
こ

れ
に
基
づ
く
。

　

な
お
末
尾
で
、「
死
人
」
を
つ
ま
ら
な
い
「
鼠
」
と
比
べ
た
こ
と
は
恥

か
し
い
行
為
だ
っ
た
と
、
反
省
も
述
べ
て
い
る
。

（
三
）
無
常
を
表
わ
す
「
二
鼠
」

　

『
万
葉
集
』
の
残
り
一
例
は
、
憶
良
が
上
司
で
あ
る
旅
人
の
妻
の
死
を

悼
み
、旅
人
の
身
に
な
っ
て
作
っ
た
「
日
本
挽
歌
」
の
漢
文
序
に
見
え
る
。

こ
の
序
文
も
詩
も
、
無
常
尽
く
し
で
あ
る
。
時
間
が
慌
し
く
過
ぎ
行
く
こ

と
（
�
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
「
歳
月
競
流
、
昼
夜
不
息
」
に
当
た
る
）
を

表
わ
す
言
葉
の
一
つ
と
し
て
、「
二
鼠
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

�『
万
葉
集
』巻
五
・
雑
歌
・
新
七
九
八
・
七
九
四
・
日
本
挽
歌
一
首
・

神
亀
五
年
（
七
二
八
）
七
月
廿
一
日
、
筑
前
国
守
山
上
憶
良
上
た
て
ま
つ
る

・

序

　
　

盖
聞
、
四
生
起
滅
、
方
夢
皆
空
、
三
界
漂
流
、
喩
環
不
息
。
所
以
維

摩
大
士
在
乎
方
丈
、
有
懐
染
疾
之
患
、
釈
迦
能
仁
坐
於
双
林
、
無
免

泥
洹
之
苦
。
故
知
、二
聖
至
極
、不
能
払
力
負
之
尋
至
、三
千
世
界
、

誰
能
逃
黒
闇
之
捜
来
。
二
鼠
競
走
、而
度
目
之
鳥
旦
飛
、四
蛇
争
侵
、

而
過
隙
之
駒
夕
走
。
嗟
乎
痛
哉
。
紅
顔
共
三
従
長
逝
、
素
質
与
四
徳

永
滅
。
何
図
、偕
老
違
於
要
期
、独
飛
生
於
半
路
。
蘭
室
屏
風
徒
張
、

断
腸
之
哀
弥
痛
、
枕
頭
明
鏡
空
懸
、
染
筠
之
涙
逾
落
。
泉
門
一
掩
、

無
由
再
見
。
嗚
呼
哀
哉
。

　
　
　
　

愛
河
波
浪
已
先
滅
、
苦
海
煩
悩
亦
無
結
。

　
　
　
　

従
来
厭
離
此
穢
土
、
本
願
託
生
彼
浄
刹
。

　
　

〔
蓋
し
聞
く
、
四し
し
ゃ
う生

（
全
生
物
）
の
起
滅
す
る
は
、
夢い
め

の
皆
空
し
き

が
方ご
と

く
、
三
界
の
漂
流
す
る
は
、
環た
ま
き

（
腕
輪
）
の
息や

ま
ぬ
が
喩ご
と

し
。

所こ
の
ゆ
ゑ以
に
維
摩
大
士
も
方
丈
に
在
り
て
、
染ぜ
ん

疾し
つ

（
病
気
）
の
患う
れ

へ
を
懐む
だ

く
こ
と
あ
り
、
釈
迦
能
仁
も
双
林
に
い
ま
し
て
、
泥な
い

洹を
ん

の
苦
し
び
を

免
れ
た
ま
ふ
こ
と
な
し
、と
。
故
に
知
り
ぬ
、二に

聖し
ゃ
う

の
至
極
す
ら
に
、

力り
き
ふ負
の
尋
ね
至
る
こ
と
（
忍
び
寄
る
死
の
魔
手
）
を
払
ふ
こ
と
能
は

ず
、
三
千
世
界
に
、
誰
か
能
く
黒
闇
（
死
神
）
の
捜あ
な
ぐ

り
来き
た

る
こ
と

を
逃
れ
む
、
と
い
ふ
こ
と
を
。
二
つ
の
鼠
競き

ほ

ひ
走
り
て
、
目
を
渡
る

鳥
旦あ
し
た

に
飛
び
、四
つ
の
蛇へ

み

（
地
水
火
風
の
四
大
）
争い
そ

ひ
侵
し
て
（
互

い
に
侵
し
合
い
）、隙ひ
ま

を
過
ぐ
る
駒
も
夕ゆ
う
へ

に
走に

ぐ
。
嗟あ乎
痛
あ
へ
が
た

き（
痛

ま
し
い
）
か
も
。
紅
顔
は
三
従
と
長と
ほ

く
逝ゆ

き
、
素
質
（
白
い
肌
）
は

四
徳
と
永
く
滅
び
ぬ
。
な
に
か
図
り
け
む
、
偕
老
要え
う
ご期
に
違た
が

ひ
、

独ど
く
ひ飛

（
寡や
も
め

鳥ど
り

の
よ
う
に
）
半
路
に
生い

か
む
と
は
。
蘭
室
に
屏
風
徒

ら
に
張
り
て
、
断
腸
の
哀
し
び
い
よ
い
よ
痛
あ
へ
が
た

く
、
枕し
ん
と
う頭

に
明
鏡
空

し
く
懸
か
り
て
、染ぜ
ん
い
ん筠
の
涙
い
よ
い
よ
落
つ
。
泉
門
一
た
び
掩と

じ
て
、

再
び
見
む
由
も
な
し
。
嗚あ呼
哀
し
き
か
も
。

　
　
　
　

愛
河
の
波
浪
已
に
先
づ
滅き

え
、
苦
海
の
煩
悩
も
亦
結
ぼ
ほ
る
と

い
ふ
こ
と
な
し
。
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従む
か
し
よ
り来

こ
の
穢
土
を
厭
離
せ
り
、本
願
生し
ゃ
う

を
そ
の
浄じ
ゃ
う
せ
つ刹（

浄
土
）

に
託よ

せ
む
。〕

　

「
二
鼠
」
は
、「
鼠
の
食
み
続
け
る
姿
に
人
を
死
に
追
い
や
る
時
間
の

流
れ
が
喩
え
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
が
（
笠
間
書
院
『
王
朝
文
学
文
化
歴
史

大
事
典
』
動
物
）、
よ
り
細
か
く
言
え
ば
、
日
・
月
ま
た
は
昼
・
夜
に
喩

え
ら
れ
た
白
・
黒
二
匹
の
鼠
で
あ
り
、
そ
れ
が
鼠
の
生
態
に
相
応
し
く
草

木
を
せ
わ
し
な
く
齧
り
続
け
る
姿
に
、
人
を
死
に
追
い
や
る
夜
・
昼
の
交

代
、
あ
る
い
は
日
・
月
の
経
過
、
月
の
移
ろ
い
と
い
う
時
間
の
流
れ
が
喩

え
ら
れ
て
い
る
。

　

前
掲
�
は
死
ん
だ
鼠
は
名
鳥
に
は
見
向
き
も
さ
れ
な
い
と
い
う
点
、
�

は
死
人
は
生
き
て
い
る
鼠
に
も
及
ば
な
い
と
い
う
点
で
、「
鼠
」
と
「
死
」

が
関
わ
っ
て
い
た
。「
二
鼠
」
は
、「
死
」
と
直
結
し
て
い
る
。
小
峯
和
明

氏
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
人
が
死
と
隣
り
合
わ
せ
に
生
き
て
い
る（
８
）」

こ

と
を
表
わ
す
。
�
が
挽
歌
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

（
四
）「
二
鼠
」
の
『
万
葉
集
』
以
外
の
例
─
─
「
月
の
鼠
・
日
の
鼠
」
へ

　

管
見
に
入
っ
た
上
代
の
「
鼠
」
の
例
で
は
、無
常
の
比
喩
が
最
も
多
い
。

　

板
橋
倫
行
氏
に
よ
る
と（
９
）、「
二
鼠
」は
六
朝
・
梁
の
簡
文
帝
の「
唱
導
文
」

や
、
兄
の
昭
明
太
子
の
「
講
席
将
訖
賦
三
十
韻
詩
依
次
用
」
に
見
え
、
簡

文
帝
は
「
浄
居
寺
法
昴
墓
誌
銘
」
に
は
「
黒
鼠
」「
藤
」
の
語
を
用
い
て

い
る
（
後
掲
�
の
三
例
目
）。
六
朝
文
芸
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
一
方
、
西

方
に
も
流
布
し
た
こ
と
を
諸
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

措
く
。

　

『
藝
文
類
聚
』
に
「
二
鼠
」
の
熟
語
は
見
え
な
い
が
、「
寺
碑
」
の
銘

文
に
、「
藤
」と
の
組
み
合
わ
せ
が
三
例
あ
る（
二
例
目
を
小
峯
氏
が
指
摘
）。

　

�
『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
七
・
内
典
下
・
寺
碑

　
　

（
前
略
）
梁
・
王
僧
孺
・
中
寺
碑
曰
、（
中
略
）
銘
曰
、
玄
黄
雖
弭
、

権
輿
未
測
。
生
滅
相
輪
、
成
壊
不
極
。
篋
虵
争
赴
、
藤
鼠
無
息
。（
中

略
）
梁
・
元
帝
・
梁
安
寺
刹
下
銘
曰
、（
中
略
）
辞
曰
、
塵
沙
無
始
、

造
色
無
先
。
飛
蛾
不
息
、縈
蠶
自
纏
。
篋
蛇
未
断
、藤
鼠
方ま

さ
に

縁よ
る

。（
中

略
）
浄
居
寺
・
法
昴
・
墓
志
銘
曰
、（
中
略
）
隙
陋
白
駒
、藤
縁
黒
鼠
。

（
後
略
）

　

次
に
、
諸
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
日
本
の
他
の
例
に
つ
い
て
、
該
当
箇
所
の

み
引
い
て
お
く
。
�
�
�
は
板
橋
氏
、
�
�
は
小
峯
氏
、
�
は
新
間
一
美

氏
、
�
は
伊
藤
由
紀
子
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。

　

�
白
雉
十
六
年
乙
丑
（
六
八
五
・
天
智
天
皇
四
年
）
十
二
月
二
十
三
日

卒
「
貞
慧
伝
」
誄
（『
寧
楽
遺
文
』
下
巻
・
文
学
編
・
人
々
伝
・
家

伝
上
）

　
　

鼠
藤
易
絶
、
虵
篋
難
停
。

　

�
『
聖
武
天
皇
宸
翰
雑
集
』「
真
観
法
師
無
常
頌
」（
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
化
資
料
・
20
コ
マ
）

　
　

象
来
行
及
、
鼠
至
弥
煎す
ま
る

。
猶
貪
蜜
滴
、
豈
懼
藤
懸
。

　

�
同
右
・「
鏡
中
釈
霊
実
集
」・「
画
観
音
菩
薩
像
賛
一
首
并
序
」（
同

右
・
29
コ
マ
）

　
　

嗟
二
鼠
之
侵
藤
、
懼
四
蛇
之
恚
篋
。

　

�
同
右
・「
平
常
貴
勝
唱
礼
文
」（
同
右
・
58
コ
マ
）

　
　

二
鼠
常
煎
、
四
虵
恒
逼
。

　

�
「
大
仏
殿
西
曼
荼
羅
銘
」
東
縁
文
（『
寧
楽
遺
文
』
下
巻
・
文
学
編
・
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金
石
文
）

　
　

恐
二
鼠
侵
害
、
四
蛇
来
纏
。

　

�
唐
招
提
寺
所
蔵
・
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
閏
五
月
朔
癸
丑
『
大
般
若

波
羅
多
経
』
巻
百
七
十
六
・
奥
書
（
同
右
・
中
巻
・
宗
教
編
下
・
写

経
所
公
文
・
経
典
跋
語
）

　
　

豈
是
謂
、
四
蛇
侵
命
、
二
鼠
催
年
。

　

�
『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
自
他
懺
悔
混
雑
言
（
カ
ナ
は
小
字
）

　
　

四
ノ
虵
ノ
迫
来
ヌ
ル
時
ニ
ハ
、
虚
空
雖
寛
而
廻
首
无
方
。
二
鼠
迎
来

時
、
大
地
雖
広
而
隠
身
无
処
。

　

多
く
が
憶
良
と
同
様
に
、「
二
鼠
」
と
「
四
蛇
」（
四
大
を
篋は
こ

の
中
の
四

匹
の
蛇
に
喩
え
る
）
と
の
対
で
あ
る
。
�
は
、
�
と
同
じ
く
「
藤
」
を
用

い
て
お
り
、
六
朝
の
表
現
に
近
く
数
字
の
対
は
無
い
が
、
�
の
六
朝
の
例

と
同
様
に
「
虵
」
と
の
対
は
あ
る
。「
死
」
に
関
わ
る
「
鼠
」
が
、「
蛇
」

と
セ
ッ
ト
に
な
り
や
す
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
出
典
で
あ
る
三
蔵
法
師
義
浄
訳
『
仏
説
譬
喩
経
』
や
、『
賓

頭
廬
突
羅
闍
為
優
陀
延
王
説
法
経
』（『
法
苑
珠
林
』
四
十
四
は
こ
れ
を
引

く
）
な
ど
で
は
、男
が
「
蜂
」
に
刺
さ
れ
た
り
、「
野
火
」
に
よ
っ
て
「
樹
」

が
燃
え
出
し
た
り
す
る
。

　

�
『
仏
説
譬
喩
経
』

　
　

（
前
略
）
時
、有
一
人
。
遊
於
曠
野
、為
悪
象
所
逐お
ふ

。
怖
走
、無
依
。

見
一
空か
ら

井
。
傍
、
有
樹
根
。
即
、
尋
根
下
、
潜ひ
そ
む

身
井
中
。
有
黒
白

二
鼠
。
互
、
齧
樹
根
。
於
井
四
辺
、
有
四
毒
蛇
。
欲
螫さ
す

其
人
。
下
、

有
毒
龍
。
心
、
畏
龍
蛇
、
恐
樹
根
断
。
樹
根
蜂
蜜
。
五
滴
、
堕
口
。

樹
揺
、
蜂
散
、
下
、
螫
斯
人
。
野
火
、
復
来
、
焼
然
此
樹
。（
中
略
）

爾と
き
に時

、世
尊
、告
言
、「
曠
野
者
、喩
於
無
明
長
夜
曠
遠
。
言
彼
人
者
、

喩
於
異
生
。
象
、
喩
無
常
。
井
、
喩
生
・
死
。
険
岸
樹
根
、
喩
命
。

黒
白
二
鼠
、
以
喩
昼
・
夜
。
齧
樹
根
者
、
喩
念
念
滅
。
其
四
毒
蛇
、

喩
於
四
大
。
蜜
、喩
五
欲
。
蜂
、喩
邪
思
。
火
、喩
老
・
病
。
毒
龍
、

喩
死
。
是
故
、
大
王
、
当
知
生
老
病
死
、
甚
可
怖
畏
、
常
応
思
念
、

勿
被
五
欲
之
所
呑
迫
」。
爾
時
、
世
尊
、
重
説
頌
曰
（
後
略
）

　

「
曠
野
」「
鼠
」「
齧
」「
根
」「
蛇
」「
蜂
」「
野
火
」「
生
・
死
」
や
、

穴
（
こ
こ
で
は
「
井
」）
に
身
を
潜
め
る
な
ど
、
大
国
主
の
火
難
と
共
通

す
る
要
素
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
日
本
の
例
で
は
、
小
峯

氏
が
挙
げ
ら
れ
た
『
賓
頭
廬
為
優
陀
延
王
説
法
経
』
系
の
一
節
に
つ
い
て

の
禅
問
答
（
駒
沢
大
学
図
書
館
蔵
『
新
刻
禅
宗
十
牛
図
』
末
尾
「
苦
楽
因

縁
之
図
」
に
続
く
）
以
外
に
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
経
自
体
は
日
本

に
伝
わ
っ
て
い
た
。

　

な
お
平
安
時
代
の
和
歌
で
は
、「
二
鼠
」
が
移
ろ
い
に
直
結
す
る
「
月

の
鼠
」
に
変
わ
り
（
し
か
も
鼠
は
「
夜
」
に
騒
ぐ
も
の
と
さ
れ
た
）、
鎌

倉
初
期
に「
日
の
鼠
」「
月
日
の
鼠
」も
復
活
す
る
。
ま
た
、縋
り
つ
く「
樹
」

や
「
藤
」
が
「
草
根
」
に
代
わ
り
、
は
か
な
い
「
露
」
と
結
び
つ
い
た
。

変
遷
は
あ
る
が
、
こ
の
無
常
の
比
喩
が
平
安
和
歌
に
お
い
て
も
最
も
例
の

多
い
「
鼠
」
の
表
現
で
あ
る
。
無
常
観
の
強
ま
る
平
安
末
期
に
繰
り
返
し

詠
ま
れ
た
。
但
し
出
典
の
う
ち
鳩
摩
羅
什
訳『
衆
経
選
雑
譬
喩
経
』の「
両

白
鼠
」
は
「
草
根
」
を
、『
注
維
摩
詰
経
』
の
「
黒
白
二
鼠
」
や
『
維
摩

経
義
疏
』
の
「
白
黒
二
鼠
」
は
「
腐
草
」
を
齧
る
の
で
あ
り
、「
草
」
が

日
本
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
、「
月
の
鼠
」
は
藤
原
高
光
の
和
歌
が
早
い
が
（
（1
（

（
角
川
書
店
『
歌



－ 38 －

こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
鼠
、
小
峯
氏
担
当
）、
平
安
文
学
の
例
で
は
、
ま

ず
空
海
の
漢
文
が
あ
る
。

　

�
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
四
・
為
酒さ
か
う
ど人
内だ
い

公こ
う

守し
ゅ

（
光
仁
天
皇
王
女
、

酒
人
内
親
王
、
桓
武
天
皇
妃
）、
遺
言
一
首

　
　

吾
告
、
式
部
卿
・
大
蔵
卿
・
安あ

勅と

、
三
箇
親
王
也
。
夫
、
道
本
も
と
よ
り

虚

無
。
々
終
、
無
始
。
陰
陽
、
気
構
、
尤
霊
、
則
起
。
々
也
、
名
生
、

帰
之
、称
死
。
々
生
之
分
、物
之
大
帰
矣
。
吾
齢
、
従し
よ
う

心し
ん（

七
十
歳
）、

気
・
力
、
倶
尽
。
況
復
、
四
蛇
、
相
闘
於
身
府
、
両
鼠
、
争
伐
於
命

藤
。（
後
略
）

　

�
同
右
・
巻
六
・
為
藤
大
使
（
藤
原
葛
野
麿
）
亡
児
、
願
文

　
　

（
前
略
）
所
以
、
敬
為
亡
息
周
忌
、
聊
設
法
筵
、
礼
供
三
尊
。
諷
音

遠
徹
、
摧さ
い
ぶ
く伏
馬
頭
（
獄
卒
）、
香
気
遙
薫
、
奉
仰
象
王
（
仏
）。
妄
雲

褰
性
空
、
覚
月
朗
心し
ん

秋し
う

。
執
香
、
自
馥
、
洗
衣
、
脚
浄
。
福
（
善
業
）

延
現
衆
、不
怕
鼠
侵
。
无
壃
き
は
ま
り

福
履
（
福
禄
）、天
長
地
久
。
鱗り
ん

衫さ
ん（

爬

虫
類
）・
羽
袍
（
鳥
類
）、
蹄て
い
せ
き舃
・
角
冠
（
禽
獣
）、
誰
无
仏
性
。
早

見
し
め
さ
ん

実
相
。

　

前
者
は
、『
広
文
庫
』
の
「
ね
ず
み
」
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

五�

、
五
穀
や
草
木
を
喰
う
・
齧
る
─
─
「
災
」
と
し
て

の
鼠
害

　

さ
て
、「
鼠
」
の
和
歌
は
『
万
葉
集
』
に
見
え
ず
、
上
代
の
例
歌
と
し

て
は
次
が
唯
一
管
見
に
入
っ
た
。奈
良
時
代
末
期
成
立
の
歌
学
書
で
あ
る
。

　

�
『
歌
経
標
式
』
一
七

　
　

鼠
の
家
米よ

ね

搗
き
ふ
る
ひ
木
を
切
り
て
ひ
き
き
り
出
だ
す
よ
つ
と
言
ふ

か
そ
れ
（（『
奥
義
抄
』
上
式
・
三
六
、『
八
雲
御
抄
』
巻
一
・
四
三
・

五
句
「
よ
つ
と
言
ふ
や
こ
れ
」）

　

「
米
」
を
食
べ
る
こ
と
は
、
子
供
の
遊
び
歌
「
ず
い
ず
い
ず
っ
こ
ろ
ば

し
」
の
「
俵
の
ね
ず
み
が
米こ
め

食
っ
て
」
の
一
節
で
も
知
ら
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
、
上
代
以
後
も
ほ
と
ん
ど
無
い
（
（1
（

。

　

ま
た
、「
鼠
」
が
大
量
発
生
し
て
穀
物
や
草
木
を
損
な
う
こ
と
は
、「
蝗

害
」
な
ど
と
同
じ
く
、「
災
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
多
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、管
見
に
入
っ
た
古
代
の
例
は
、正
史
に
限
ら
ず
少
な
い
。

　

�
『
続
日
本
紀
』
巻
三
十
二
・
光
仁
天
皇
・
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
条

　
　

夏
四
月
（
中
略
）
己
巳
（
七
日
）、
河
内
・
摂
津
両
国
、
有
鼠
、
食

五
穀
及
草
木
。
遣
使
、奉
幣ぬ

さ

於
諸
国
群
神
。（
中
略
）秋
七
月（
中
略
）

丁
未
（
十
六
日
）、
下
野
国
、
言ま
を
す

、
都つ

賀が

郡
、
有
黒
鼠
数
百
許
。
食

草
木
之
根
、
数
十
里
所ば

か
り

。

　

こ
れ
ら
も
、
鼠
が
物
を
齧
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
し
た
予
兆
と
し
て
の

大
移
動
と
同
じ
く
（
特
に
⑤
⑦
）、鼠
の
多
産
と
い
う
性
質
が
元
に
あ
る
。

　

な
お
、
伊
勢
・
美
濃
両
国
の
「
官
舎
」
の
風
害
に
対
し
て
出
さ
れ
た
勅

語
の
中
に
も
、「
雀
」
と
同
様
に
、「
倉
庫
」
の
「
稲
穀
」
を
「
鼠
」
が
喰

う
こ
と
を
取
り
上
げ
た
一
節
が
あ
る
。

　

�『
続
日
本
紀
』巻
二
十
七
・
称
徳
天
皇
・
天
平
神
護
二
年（
七
六
六
）

　
　

九
月
戊
午
（
五
日
）
条

　
　

勅
ち
ょ
く
す
ら
く

、
比
こ
の
ご
ろ

見
伊
勢
・
美
濃
等
国
奏
（『
政
事
要
略
』
所
奏
）、
為

風
、被
損
官
舎
、数
多
。
非
但
毀
頽〔
但
だ
毀
頽
せ
る
の
み
に
非
ず
〕、

亦
亡
（
失
）
人
命
。
昔
、不
問
馬
、先
達
深
仁
〔
馬
を
問
は
ざ
る
は
、

先
達
の
深
仁
な
り
〕。
今
、
以
傷
人
、
朕
、
甚
悽
歎
。
如き
く
な
ら
く聞
、
国
司



－ 39 －

等
、
朝
委
未
称
、
私
利
早
著
。
倉
庫
、
懸
磬
（
罄
）、
稲
穀
、
爛
紅
。

已
忘
暫
労
永
逸
之
心
、
遂
致
雀
鼠
風
雨
之
恤
〔
遂
に
雀
鼠
・
風
雨
の

恤
を
致
せ
り
〕。
良
宰
莅
職
、
豈
如
此
乎
〔
良
宰
の
職
に
莅の
ぞ

む
、
豈

に
此
の
如
く
な
ら
む
や
〕。（
後
略
）

　

右
は
、『
政
事
要
略
』
巻
五
十
四
・
交
替
雑
事
・
修
理
官
舎
の
「（
貞
観
）

交
替
式
云
、
勅
」
以
下
に
引
か
れ
て
い
る
。

六
、『
正
倉
院
文
書
』
等
に
見
え
る
竹
・
紙
・
布
の
被
害

　

鼠
が
齧
る
対
象
は
、草
木
に
限
ら
な
い
。
上
代
の
文
書
か
ら
（
以
下
『
大

日
本
古
文
書
』
に
拠
る
）、
鼠
に
よ
る
被
害
の
実
態
が
多
少
窺
え
る
。

　

ま
ず
、天
平
神
護
三
年
（
七
六
六
）
二
月
八
日
付
け
の
文
書
（
後
掲
�
）

に
よ
る
と
、
経
典
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
籤せ
ん

（
箋
）」（
書
名
な
ど
を

書
く
竹
製
の
札
）
が
齧
ら
れ
た
。
四
つ
の
唐
櫃
の
中
身
（
全
六
百
七
十
八

巻
）
は
、
次
の
通
り
。

　
　

第
三
櫃
＝
第
一
帙
（
帙ち

す簀
）
～
第
十
帙
（
全
十
九
枚
、百
五
十
三
巻
）

　
　

第
四
櫃
＝
第
十
一
帙
～
第
十
七
帙
（
全
二
十
三
枚
、
二
百
十
八
巻
）

　
　

第
五
櫃
＝
第
十
八
帙
～
第
四
十
四
帙
（
全
三
十
枚
、
百
七
十
九
巻
）

　
　

第
六
櫃
＝
第
四
十
五
帙
～
第
五
十
八
帙（
全
十
六
枚
、百
二
十
八
巻
）

　

�
「
造
東
寺
司
移
」（『
正
倉
院
文
書
』）

　
　

造
東
寺
司
移　

御
執
経
所

　
　

合
大
乗
経
、六
百
七
十
八
巻
〈
彩さ
い

帙ち
つ

、八
十
八
枚
。
籤
、八
十
七
枚
〉、

納
赤あ
か

漆う
る
し

辛か
ら

樻び
つ

、
四
合
（
第
三
樻
か
ら
第
六
樻
）。（
中
略
）

　
　
　

阿
閦
仏
国
経
、
二
巻
。
大
乗
十
法
経
、
一
巻
。

　
　
　

普
門
経
、
一
巻
。
法
鏡
経
、
一
巻
。

　
　
　

�

幻
士
仁
賢
経
、
一
巻
。
已
上
、
雑
第
三
帙
〈
鼠
喫
籤
一
枚
〉。

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

無
尽
意
菩
薩
経
、
六
巻
〈
雑
第
九
帙
〉。

　
　
　

無
言
童
子
経
、
二
巻
〈
雑
第
十
帙
〉

　
　
　
　
　

�

右
、
百
五
十
三
巻
、
納
第
三
樻
〈
帙
、
十
九
枚
。
籤
、
十
九

枚
（
注
記
ナ
シ
）。
樻
内
、
敷
布
。〉

　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　

�

右
、
二
百
十
八
巻
、
納
第
四
樻
〈
帙
、
廿
三
枚
。
籤
、
廿
二

枚
。
樻
内
、
敷
布
。〉

　
　
　

�

維
摩
詰
説
経
、
三
巻
。
維
摩
詰
経
、
二
巻
。
已
上
、
十
八
帙
。

　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

縁
起
聖
道
経
、一
巻
。
龍
施
女
経
、一
巻
。
摩
訶
刹
頭
経
、一
巻
。

　
　
　

造
立
形
像
福
報
経
、
一
巻
。
龍
施
菩
薩
本
起
（
経
）、
一
巻
。

　
　
　

八
陽
神
呪
経
、一
巻
。
八
吉
祥
経
、一
巻
。
八
仏
名
号
経
、一
巻
。

　
　
　

挍
量
数
珠
功
徳
経
、
一
巻
。
数
珠
功
徳
経
、
一
巻
。

　
　
　
　
　

已
上
、
卅
六
帙
〈
籤
、
鼠
喫
〉。

　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

諸
仏
要
集
経
、
二
巻
〈
卌
四
帙
〉。

　
　
　
　
　

�

右
、
二
百
七
十
九
巻
、
納
第
五
樻
〈
帙
、
卅
枚
。
籤
、
卅
枚

之
中
、
一
枚
鼠
喫
。
樻
内
、
敷
布
。〉。（
後
略
）

　

三
箇
所
に
「
鼠
喫
」
と
あ
る
が
、
後
の
二
箇
所
は
同
じ
も
の
を
指
す
。

雑
第
三
帙
（
第
三
櫃
に
収
納
）
と
雑
第
三
十
六
帙
（
第
五
櫃
）
の
籤
が
、

鼠
に
齧
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
は
、『
大
日
本
古
文
書
』
の
附
録
の
年
次
不
明
の
「
正
倉
院
御
物
出
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納
文
書
」
で
あ
る
。
上
質
の
細
布
か
調ち
ょ
う
ふ布

か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藍

染
の
麻
布
八
反
中
、
一
反
が
鼠
に
食
わ
れ
て
い
た
。

　

�
「
雑
財
物
目
録
案
」（
前
後
を
省
く
）

　
　

紺
布
、
捌は
ち

端
〈
自
別
倉
、
下
来
。
一
端
、
鼠
食
〉。
又
紺
布
、
弐
拾

条
〈
十
五
条
、
細
布
□
□
。
十
二
端
一
丈
六
尺
。
五
条
、
調
為
端
。

四
端
二
条
六
尺
〉。
敷
布
、
参
拾
壹
条
〈
廿
、
細
布
。
十
一
、
調
〉。

　

ま
た
、次
の
文
書
の
裏
書
「
初
枚
、不
用
鼠
喰
」
は
紙
の
被
害
で
あ
る
。

　

�
大
宅
童
子
解　

申
請
筆
事

　
　

大
威
徳
陀
羅
尼
経
上
帙
合
十
巻
〈
正
用
紙
百
七
十
張
〉

　
　

一
巻
〈
十
九
〉、
二
巻
〈
十
四
〉、（
中
略
）
十
巻
〈
十
三
〉。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
潤
十
一
月
廿
六
日

　

管
見
に
入
っ
た
「
紙
」
を
齧
ら
れ
た
被
害
は
こ
れ
の
み
で
、
平
安
時
代

に
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
中
世
に
は
、
催
馬
楽
「
老
鼠
」
を
踏
ま
え

た
和
歌
を
含
め
、
散
見
す
る
。
こ
れ
に
は
仏
教
と
の
関
わ
り
が
あ
る
だ
ろ

う
。
中
世
に
は
寺
院
が
社
会
や
文
学
作
品
の
表
舞
台
に
よ
り
多
く
登
場
し

た
。
園
城
寺
の
頼
豪
（
一
〇
〇
二
～
一
〇
八
四
）
が
「
鼠
」
に
化
し
た
と

い
う
説
話
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
彼
は
皇
子
誕
生
を
祈
願
し
て
実
現
さ

せ
た
が
（
敦
文
親
王
）、
戒
壇
創
設
は
延
暦
寺
の
反
発
を
恐
れ
た
白
河
天

皇
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
為
、
怨
念
を
抱
き
断
食
し
て
命
を
絶
っ
た
。

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
・
頼
豪
成
鼠
に
は
、「
山
門
ノ
仏
法
ヲ
亡
サ
ン
ト

思
テ
、
大
鼠
ト
成
、
谷
々
坊
々
充
満
テ
、
聖
教
ヲ
ゾ
カ
ブ
リ
食
ケ
ル
」
と

あ
る
。「
鼠
」
の
凶
暴
さ
や
被
害
の
深
刻
さ
が
窺
え
る
。
こ
の
話
の
前
提

と
し
て
、
山
門
・
寺
門
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
経
典
を

蔵
す
る
寺
で
は
鼠
の
害
が
他
所
よ
り
も
深
刻
で
あ
り
、
脅
威
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
存
史
料
の
偏
り
と
時
代
性
に
よ
る
程
度
の
違
い
は
あ

る
も
の
の
、
鼠
が
草
木
だ
け
で
な
く
、
そ
の
加
工
品
も
喰
い
、
人
間
を
困

ら
せ
た
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
。

　

な
お
、
以
上
の
「
籤
」「
布
」「
紙
」
は
す
べ
て
植
物
や
そ
の
繊
維
で
、

人
間
を
含
め
た
動
物
や
、
動
物
性
の
加
工
品
を
齧
る
例
は
、『
古
事
記
』

の
矢
羽
以
外
に
は
未
見
で
あ
る
。

七�

、『
正
倉
院
文
書
』
に
見
え
る
物
の
名
前
　
附
「
偃

鼠
皮
」

　

上
代
の
「
鼠
」
そ
の
も
の
や
「
鼠
」
を
含
む
語
の
例
も
、
文
書
を
見
る

と
、
も
う
少
し
増
え
る
。
な
お
木
簡
史
料
に
は
ま
だ
当
た
っ
て
い
な
い
。

（
一
）
戸
の
横
木
「
鼠
走
」

　

「
鼠ね
ず
み

走ば
し
り

」
は
、小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
以
下
『
新

日
国
』）
の
「
ね
ず
は
し
り
」
に
、「
門
ま
た
は
出
入
り
口
の
戸
当
た
り
の

下
部
に
あ
る
も
の
。
上
に
あ
る
も
の
を
楣（
ま
ぐ
さ
）と
い
う
。」と
あ
り
、

次
の
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
の
納お
さ
め

帳ち
ょ
う

が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
「
ま
ぐ
さ
」
は
、
次
の
例
以
外
に
も
、「
目ま

草ぐ
さ

」
と
表
記
さ
れ
、

「
鼠
走
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
植
物
「
薄は
っ
か荷

」
の
異
名
で
は
な
い
。

　

�
「
雑
材
并
檜
皮
和
炭
等
納
帳
」（『
正
倉
院
文
書
』）

　
　

雑
材
并
檜
皮
納
帳　
　
　
　
　

宝
字
六
年

　
　

（
中
略
）

　
　

二
月
（
中
略
）
七
日
収
納
雑
材
八
十
八
物

　
　
　
　
　

�
下
桁
二
枝
（
中
略
）
鼠
走
并
目
草
四
枝
〈
各
長
一
丈　

広
四
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寸
厚
三
寸
〉（
中
略
）
架
十
枝
〈
各
長
一
丈
六
尺　

方
三
寸
〉

　
　
　
　
　
　

�

右
、自
田た
な
か
み上

山や
ま
の

作つ
く
り

所ど
こ
ろ

、附
玉た
ま

作
つ
く
り
の

子
綿
、進
上
。
依
負
、

検
納
、
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　

主さ
か
ん典
安あ
と
の都
宿す
く
ね祢
（
雄を

足た
り

）　

下し
も
の

道み
ち

主ぬ
し

　

こ
の
納
帳
中
に
は
、
さ
ら
に
七
例
ほ
ど
「
鼠
走
」
が
見
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
八
月
に
造
営
竣
功
し
た
唐
招
提

寺
用
の
資
材
を
挙
げ
た
中
に
も
「
鼠
走
」
が
見
え
て
お
り
、
右
の
文
書
の

例
よ
り
少
な
く
と
も
三
年
は
早
い
。
次
に
、
前
後
を
省
き
該
当
部
分
の
み

掲
げ
て
お
く
。

　

�
「
造
唐
招
提
寺
用
度
帳
」（
唐
招
提
寺
蔵
）

　
　

□
□
□
□
衆
西
殿
戸
鼠
走
料
□
□

　
　
　

二
隻
〈
長
、
各
五
寸
〉　
　
　
　

一
□
□

　

「
鼠
走
」
は
、平
安
時
代
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
十
・
居
処
部
第
十
三
・

門
戸
具
・
杳
「
四
声
字
苑
云
、
杳
〈
莫
到
反は
ん

、
又
莫
代
反
。
漢
語
抄
云
、

度と

加か

み美
。
功
程
式
云
、
鼠
走
〉、
門
枢
横
梁
也
。」
以
下
、
辞
書
類
に
見
え

て
い
る
。
実
際
に
鼠
が
走
る
場
所
と
い
う
よ
り
も
、
い
か
に
も
鼠
の
通
路

ら
し
い
狭
く
短
い
横
木
と
い
う
こ
と
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
鼠
の
小
さ

さ
や
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
身
近
さ
と
無
縁
で
は
な
い
。

（
二
）
馬
の
毛
色
「
鼠
毛
」

　

ま
た
、
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
掲
�
の
納
帳
と
同
じ
安
都
雄

足
に
よ
る
為
、同
じ
く
天
平
宝
字
六
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
文
書
に
は
、

「
鼠ね
ず
み

毛げ

」
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
『
新
日
国
』
の
例
に
採
ら
れ
て
い

な
い
。

　

�
「
安
都
雄
足
牒
」（『
正
倉
院
文
書
』）

　
　

牒　

案
主
等
所

　
　

（
中
略
）

　
　

一
送
遣
鼠
毛
馬
、
彼
野
令
放
飼
給
〔
放
し
飼
ひ
せ
し
め
給
へ
〕、

　
　
　
　

右
事
條
、
委
状
、
如
件
。
乞
察
状
施
行

　
　
　
　
　
　

三
（「
六
」
を
見
せ
消
ち
）
月
十
日　

雄
足

　

「
鼠
毛（
ね
ず
み
げ
・
に
げ
）」は
、鼠
の
色
に
注
目
し
た
名
称
で
あ
る
。

白
・
黒
二
色
の
混
じ
っ
た
馬
の
毛
色
の
名
で
、「
二
毛
（
に
げ
・
に
け
）」

と
も
書
く
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
景
行
朝
に
豊
後
国
・
速
見
郡
の
「
鼠
の

い
は
や
」
に
住
む
「
土
蜘
蛛
二
人
」
の
名
が
「
青
・
白
」
で
あ
っ
た
こ
と

も
（
�
�
）、
同
様
の
理
由
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

馬
は
貴
族
に
と
っ
て
身
近
な
動
物
で
あ
り
資
産
な
の
で
、
平
安
時
代
以

降
、「
鼠
毛
」
は
「
鼠
走
」
と
異
な
り
漢
文
日
記
を
含
め
例
が
多
い
。
一

部
挙
げ
て
お
く
。
特
に
�
に
「
蒼あ
を

・
白
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。

　

�
『
倭
名
類
聚
抄
』
巻
十
一
・
牛
馬
部
・
牛
馬
毛
・
騅

　
　

毛
詩
注
云
、
騅
〈
音
錐す
い

。
漢
語
抄
云
、
騅
馬
、
鼠
毛
也
〉。
蒼
・
白

雑
毛
馬
也
。（
後
略
）

　

�
『
拾
遺
集
』
物
名
・
四
二
〇
・
い
か
る
が
に
げ
・
躬
恒

　
　

事
ぞ
と
も
聞
き
だ
に
分
か
ず
わ
り
な
く
も
人
の
怒
る
が
逃
げ
（
斑
鳩

二
毛
）
や
し
な
ま
し
（『
拾
遺
抄
』
雑
上
・
四
九
五
、『
躬
恒
集
』
二

四
二
・
い
か
る
が
に
げ
）

　

�
『
源
順
馬
名
歌
合
』
一
三
・
一
四

　
　

左　

梅
の
花
の
か
す
げ
（
糟
毛
）　

に
げ
な
く
も
比
ぶ
め
る
か
な
い
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ち
し
る
く
匂
ひ
す
ぐ
れ
し
は
や
き
か
す
げ
に

　
　

右　

一
く
る
し
き
二
げ
（
一
久
留
志
木
鼠
毛
）　

散
り
に
け
る
花
の

か
す
げ
も
色
ま
さ
る
に
げ
に
し
あ
へ
ば
は
か
な
か
り
け
り

　

�
『
小
右
記
』
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
五
月
二
十
日
条

　
　

山
陽
道
相
撲
使
随
身
む々

人と

部べ

信の
ぶ

武た
け

、
今
日
、
前
途
。
一
日
、
賜
厩
馬

〈
鼠
毛
、
宜
馬
也
。
上
総
守
為た
め
ま
さ政

貢
〉・
胡
禄
二
摺
等
。
殊
致
恪
勤

者
也
。

　

「
鼠
毛
」
が
貴
族
の
漢
文
日
記
に
散
見
す
る
の
は
、
主
に
貢
馬
の
記
事

が
多
い
為
で
あ
る
。
ま
た
、
名
馬
の
形
容
ゆ
え
イ
メ
ー
ジ
は
悪
く
な
い
。

（
三
）「
鼠
尾
」
と
「
鼠
形
口
」

　

鼠
の
色
で
は
な
く
、
形
に
因
ん
だ
物
の
名
前
も
あ
っ
た
。

　

�
「
造
大
神
宮
用
度
帳
案
」（『
正
倉
院
文
書
』）

　
　

正
殿

　
　
　

土
居
周
長
押
着
（
止
）
雨
壺
、
廿
二
口
。（
中
略
）

　
　
　

鞭
懸
端
着
（
止
）
涌
立
、
十
六
枚
〈
方
別
、
八
枚
〉。

　
　
　
　

殿
戸
鏁さ

、一
具
〈
在
両
頭
鼠
尾
、鏤
之
〉。
已
上
、鋳
物
。（
後
略
）

　

「
鏁
」
は
「
鎖
」
の
別
体
字
で
、「
鏤
」
は
金
属
に
彫
る
、
と
お
す
な

ど
の
意
が
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
「
正
殿
」
の
「
戸
」
に
付
け
ら
れ
た
鎖
は
、

両
端
が
鼠
の
尾
の
よ
う
に
細
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
金
属
が
鼠
の
尾
の
形
状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

他
の
金
属
製
の
「
鼠
尾
（
ね
ず
み
お
・
そ
び
）」
の
例
は
未
見
だ
が
、

形
状
と
し
て
は
、
水
の
垂
れ
方
を
表
わ
す
「
鼠そ

尾び

」
と
い
う
語
が
参
考
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

�
『
江
談
抄
』
第
六
‐
六
八
・
ま
た
打
酒
格
・
帰
田
抄
の
事

　
　

鼠
尾
─
そ
の
酒
尽
く
。
故
に
鼠
尾
を
成
す
。

　
　

�

連
珠　

●
─
●
─
●
─
●
シ　

そ
の
酒
差
多
し
。
故
に
連
珠
と
。（
後

略
）

　

岩
波
書
店『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』脚
注
に
は
、「
瓶
の
酒
を
注
ぐ
時
、

す
う
っ
と
筋
の
よ
う
に
な
っ
て
酒
が
終
わ
る
の
を
鼠
の
尻
尾
に
見
立
て

た
」
と
あ
る
。

　

さ
て
、鼠
の
形
状
に
関
わ
る
物
の
呼
び
方
の
例
は
、天
平
宝
字
八
歳
（
七

六
四
）
六
月
二
十
一
日
、「
奉お
ん

為た
め　

太
政
天
皇
、
捨
国
家
珍
宝
等
、
入
東

大
寺
願
文　

皇
太
后
御
製
」、
つ
ま
り
光
明
皇
后
が
故
聖
武
天
皇
の
為
に

喜
捨
し
東
大
寺
に
納
め
た
宝
物
の
リ
ス
ト
で
あ
る
、所
謂「
国
家
珍
宝
帳
」

に
も
見
ら
れ
る
。

　

�
「
東
大
寺
献
物
帳
」（『
正
倉
院
文
書
』、
前
後
省
略
）

　
　
　
　

御
箭や

、
壹
佰
具
。

　
　
　
　
　

�

烏か
ら
す
う
る
し漆
靫
、
一
具
〈
頭
並
着
鯨
鬚
、
背
着
金
銅
作づ
く
り

環
両
具
、

洗
皮
帯
執
、
縚
綬
帯
。
納
鵰わ
し

羽
麻
利
箭
、
五
十
隻
。
鏃
鋒
小

爪
懸
〉。

　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　

�

烏
漆
靫
、
一
具
〈
頭
着
鯨
鬚
、
上
作
牙
鼠
形
口
、
着
黒
柿
木

画
、
背
着
銀
環
両
具
、
紫
皮
帯
執
、
縚
綬
帯
。
納
白
黒
交ま
じ
り

羽
骨
鏃
箭
、
卌
隻
〉。

　

以
上
の
二
種
類
は
、「
鼠
」
や
そ
の
尾
の
形
で
示
す
と
他
者
に
伝
わ
り

や
す
い
為
の
呼
び
名
で
あ
ろ
う
。
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（
四
）「
偃
鼠
皮
」
　
附
「
田
鼠
化
為
鶉
」

　

な
お
�
の
引
用
部
よ
り
前
に
は
、「
偃
鼠
」
つ
ま
り
モ
グ
ラ
の
皮
の
加

工
品
も
見
え
て
い
た
。
本
草
書
で
も
モ
グ
ラ
は
「
偃
鼠
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
。

　

�
「
東
大
寺
献
物
帳
」（『
正
倉
院
文
書
』、
前
後
省
略
）

　
　
　
　

�

金
銀
作づ
く
り

小
刀
、
一
口
〈
刃
長
一
尺
四
寸
七
分
、
赤
檀
把
、
紅

白
縚
綬
帯
、
紫
組
懸
、
紅
羅ら

袋
〉。

　
　
　
　

斑
犀
偃
鼠
皮
御
帯
、
一
条
。

　
　
　
　

御
刀
子
、
六
口
〈
略
〉。

　
　
　
　

�

御
袋
、
一
口
〈
緑
地
・
碧
地
錦
、
間
縫
黒
紫
・
赤
紫
組
係
。
納

訶
黎
勒
〉。

　
　
　
　
　
　

右
、御
刀
子
御
袋
者
、
並
な
ら
び
に

（
み
な
）
繋
着
偃
鼠
皮
御
帯
。

　

こ
の
帯
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、『
正
倉
院
文
書
』
延
暦
十

二
年
（
七
九
三
）
六
月
十
一
日
条
「
斑
犀
偃
鼠
皮
帯
一
条
」、弘
仁
二
年
（
八

一
一
）
九
月
二
十
五
日
条
「
斑
犀
偃
鼠
皮
御
帯
一
腰
」、
斉
衡
三
年
（
八

五
六
）六
月
二
十
五
日
条「
斑
犀
偃
鼠
皮
御
帯
一
条
」「
繋
著
偃
鼠
皮
御
帯
」

と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
以
上
『
平
安
遺
文
』
に
拠
る
）。

　

な
お
上
代
の
例
は
未
見
だ
が
、
七
十
二
候
の
一
つ
、
陰
暦
三
月
の
第
二

候
（
一
候
は
五
日
間
）
は
、「
田
鼠
、化
為
鶉
〔
田
鼠
、化
し
て
鶉
と
為
る
〕」

で
あ
る
。「
田
鼠
」
も
モ
グ
ラ
を
指
す
。
こ
れ
は
次
の
一
節
に
基
づ
く
。

　

�
『
礼
記
』
月
令
・
季
春
之
月

　
　

（
前
略
）
桐
始
華
は
な
さ
く

、
田
鼠
化
為
鴽
〔
田
鼠
化
し
て
鴽じ

ょ

と
為
る
〕、

虹
始
見
、
萍
う
き
く
さ

始
生
。

　

『
礼
記
』
は
五
経
の
一
つ
ゆ
え
、
陰
暦
三
月
に
は
モ
グ
ラ
が
イ
エ
バ
ト

に
な
る
と
い
う
発
想
は
、
日
本
の
知
識
人
に
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た

は
ず
だ
が
、
管
見
に
入
っ
た
早
い
例
は
、
後
掲
�
の
菅
原
道
真
の
漢
詩
で

あ
る
。
道
真
は
「
炎
鼠
」
と
対
で
用
い
て
い
た
。

　

ま
た
、
モ
グ
ラ
に
は
「
鼹
鼠
（
も
ぐ
ら
も
ち
）」
の
表
記
が
あ
る
が
、

上
代
の
例
は
未
見
で
あ
る
。
モ
グ
ラ
以
外
に
も
、「
鼠
」
と
い
う
字
を
含

む
動
物
は
、「
海
鼠
（
こ
・
な
ま
こ
）」「
鼯
鼠
（
飛
鼯
・
む
さ
さ
び
（
（1
（

）」、

天
敵
の
「
鼬
鼠
（
鼬
・
い
た
ち
）」
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
記
も

上
代
の
例
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。

　

さ
て
「
鼠
」
に
戻
る
と
、
以
上
の
よ
う
に
、「
鼠
」
の
生
態
や
色
や
形

に
因
ん
で
物
に
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
身
近
さ
の
表

わ
れ
と
言
え
る
。
な
お
『
住
吉
神
社
所
蔵
』
天
平
三
年
（
七
三
一
）
七
月

五
日
条
の
「
船
木
鼠
緒
」
は
、
人
名
の
例
で
あ
る
。

　

ま
た
上
代
の
本
草
書
の
実
態
は
不
明
だ
が
、
そ
の
中
に
も
「
鼠
」
が
散

見
し
た
で
あ
ろ
う
。
延
喜
十
八
年
（
九
一
八
）
頃
に
深
根
輔
仁
が
撰
述
し

た
『
輔
仁
本
草
』（『
本
草
和
名
』）
に
は
、
種
々
の
「
鼠
」
と
い
う
字
の

付
く
草
・
木
・
果
・
獣
禽
・
虫
魚
類
・
本
草
外
薬
が
、
多
数
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。「
鼠
」
そ
の
も
の
の
何
か
、
あ
る
い
は
「
鼠
」
の
何
か
に
似
て
い

る
為
の
命
名
で
あ
る
。

八
、
平
安
以
降
に
あ
り
上
代
に
未
見
の
生
態
・
熟
語

　

あ
く
ま
で
も
管
見
に
入
っ
た
例
に
限
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
見
ら

れ
る
も
の
の
上
代
文
献
で
は
未
見
の
も
の
が
、
い
く
つ
か
あ
る
。

　

例
え
ば
、
鼠
の
生
態
で
は
、
地
上
の
天
敵
の
動
物
「
猫
」「
鼬
」「
蛇
」

に
狙
わ
れ
餌
食
と
な
る
こ
と
、
糞
尿
を
す
る
こ
と
、
人
の
指
な
ど
を
咬
む
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こ
と
、
装
束
類
（
絹
や
麻
）
や
「
幡
」
な
ど
の
繊
維
製
品
を
損
な
う
こ
と

（
布
は
前
掲
�
）、
夜
に
騒
ぐ
こ
と
（
後
に
は
特
に
冬
の
夜
）
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
鼠
」
の
熟
語
、
典
故
の
あ
る
語
句
も
、
上
代
に
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、『
藝
文
類
聚
』
の
「
鼠
」
そ
の
他
に
見

え
る
も
の
や
、『
藝
文
類
聚
』
に
は
無
く
と
も
、
内
外
問
わ
ず
出
典
か
ら

直
接
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
知
識
が
少
な
く
な
い
。

　

後
者
は
、
例
え
ば
『
詩
経
』
召
南
「
行
露
」
の
「
誰
謂
鼠
無
牙
、
何
以

穿
我
墉
」、『
荘
子
』
大
宗
師
篇
「
鼠
肝
虫
臂
」、『
文
選
』
巻
四
十
五
・
東

方
朔
「
答
客
難
」
の
「
用
之
則
為
虎
、
不
用
則
為
鼠
」
な
ど
で
あ
る
。

　

前
者
は
、次
に
掲
げ
る
「
相
鼠
」（
礼
儀
を
知
ら
ぬ
官
僚
）、「
碩
鼠
」（
大

き
な
鼠
、
酷
い
君
主
）、「
社
鼠
」（
神
殿
に
隠
れ
る
鼠
、
安
全
な
場
所
に

い
て
悪
事
を
働
く
者
）、「
周
鼠
之
珍
」、「
投
鼠
忌
器
」
や
、
後
掲
�
で
あ

る
。

　

�
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
十
五
・
獣
部
下
・
鼠

　
　

（
前
略
）『
毛
詩
』（
鄘
風
）
曰
、「
相
鼠
〔
鼠
を
相み

る
〕、
刺そ

し
る

無
礼
也
。

衛
文
公
（
戴
公
の
弟
燬き

）、
正
其
群
臣
。
而
刺
在
位
不
承
先
君
之
礼

儀
也
。
相
鼠
有
皮
。
人
而し
か
も

無
儀
。
人
而
無
儀
、不
死
何
為
」。
又（
魏

風
）
曰
、「
碩
鼠
碩
鼠
、
無
食
我
黍
」。『
詩
義
疏
』
曰
、「
樊
光
謂
、

即
『
爾
雅
』
鼫
鼠
也
。
許
慎
云
、
鼫
鼠
、
五
伎
鼠
也
。
今
之
河
東
、

有
碩
鼠
。
大
、
能
人
立
前
。
両
脚
於
頭
上
、
跳
舞
、
善
鳴
。
食
人
禾

稼
。
逐
則
走
入
樹
空
中
。
亦
有
五
伎
。（
後
略
）」。『
左
伝
』
曰
（
中

略
）。『
晏
子
春
秋
』
曰
、「
景
公
、問
晏
子
、『
治
国
、何
患
』。
対
曰
、

『
社
鼠
者
、
不
可
燻い
ぶ
す

、
不
可
灌
。
君
之
左
右
、
出
売
寒
熱
。
入
則

此
周
。
此
之
謂
社
鼠
也
』」。『
尹
文
子
』
曰
、「
鄭て
い

人ひ
と

、
謂
玉
未
理
者

〔
玉
の
未
だ
理み
が

か
ざ
る
を
謂
ひ
て
〕、為
璞は
く

。
周
人
、謂
鼠
未
腊
者〔
未

だ
腊か
は

か
ざ
る
を
謂
ひ
て
〕、為
璞
。『
荘
子
』
曰
（
中
略
）。
又
曰
（
前

掲
�
「
腐
鼠
」）。
賈か

誼ぎ

書
（『
漢
書
』
賈
誼
伝
）
云
、「
鄙
諺
曰
、
欲

投
鼠
、而
忌
器
〔
鼠
に
投
ぜ
ん
と
欲
し
て
器き

を
忌
む
〕。
此
善
喩
也
。

近
器
、
尚
憚
。
況
貴
大
臣
之
近
帝
王
乎
〔
大
臣
の
帝
王
に
帝
王
に
近

づ
く
を
貴
ぶ
に
お
い
て
を
や
〕」。（
後
略
、
前
掲
⑫
を
含
む
）

　

こ
れ
ら
は
、「
碩
鼠
」
を
例
外
と
し
て
、「
鼠
」
の
卑
小
さ
、
価
値
の
無

さ
、
遠
慮
の
無
さ
を
前
提
と
し
て
い
る
。
平
安
時
代
に
は
、
人
事
の
比
喩

と
し
て
、
他
者
に
対
す
る
批
判
・
非
難
の
文
脈
で
、
ま
た
「
虎
鼠
」
な
ど

は
自
己
卑
下
や
自
嘲
・
謙
遜
の
文
脈
で
、
用
い
ら
れ
た
が
（
平
安
末
期
以

降
に
見
ら
れ
る
「
穴
鼠
」
も
卑
下
・
述
懐
の
語
で
あ
る
）、
上
代
の
例
は

未
見
で
あ
る
。

九
、
平
安
以
降
に
あ
り
上
代
に
未
見
の
「
火
」
の
伝
説

　

伝
説
的
な
「
鼠
」、
非
日
常
的
な
「
鼠
」
の
う
ち
、「
百
歳
之
鼠
」（『
初

学
記
』
鼠
が
志
怪
の
『
玄
中
記
』
か
ら
引
用
）
な
い
し
「
千
年
鼠
」（『
白

氏
文
集
』
巻
六
十
八
・
三
四
七
九
・
山
中
五
絶
句
・
洞
中
蝙
蝠
・
五
首
目

他
）
が
「
蝙
蝠
」
に
化
す
、
つ
ま
り
コ
ウ
モ
リ
が
「
仙
鼠
」
で
あ
る
こ
と

は
、賀
茂
保
憲
女
な
ど
が
和
歌
に
も
詠
ん
で
い
る
。
し
か
し『
藝
文
類
聚
』

に
は
見
え
ず
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
の
他
に
、「
鼠
」
が
「
火
」
と
結
び
つ
い
た
伝
説
も
知
ら
れ
て
い
た
。

　

�
晋
・
郭
璞
「
山
海
経
序
」

　
　

陽
火
出
於
冰
水
、
陰
鼠
生
於
炎
山
〔
陰
鼠
は
炎
山
よ
り
生
ず
〕。
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右
は
、「
陰
鼠
」
の
語
も
注
目
さ
れ
る
。
道
真
が
詩
に
引
い
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
「
炎
洲
」
は
火
事
で
焼
け
た
邸
宅
跡
の
土
を
指
す
。

　

�
『
菅
家
文
草
』
巻
二
・
九
五
・
路ろ

次し

、
観
源
相
公
（
勤つ
と
む

）
旧
宅
有

感
〈
相
公
、
去
年
夏
末
、
薨
逝
。
其
後
数
月
、
台
榭
失
火
〉・
頸
聯

　
　

応
知
腐
草
蛍
先
化
、
且
泣
炎
洲
鼠
独
生
〔
知
る
べ
し　

腐
草　

蛍
先

づ
化な

る
こ
と
を
、
泣
か
な
む
と
す　

炎
洲　

鼠
独
り
生な

る
こ
と
を
〕

　

ま
た
、「
鼠
」
が
火
炎
の
山
に
生
ま
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の

毛
で
作
っ
た
燃
え
な
い
「
布
」
の
「
火
浣
布
」、
つ
ま
り
『
竹
取
物
語
』

の
難
題
の
一
つ
に
も
さ
れ
た
「
火
鼠
の
皮
衣
」
の
伝
説
も
あ
っ
た
。
晋
・

王
浮
撰
の
『
神
異
経
（
記
）』
が
出
典
の
一
つ
で
あ
る
。『
初
学
記
』
鼠
に

も
、「『
束
晢
発
蒙
記
』
曰
、
西
域
、
有
火
鼠
之
布
。
東
海
、
有
不
灰
之
木
」

と
あ
る
。

　

�
『
史
記
』
巻
一
百
二
十
三
・
大
宛
列
伝
第
六
十
三

　
　

其
国
中
山
、
皆
火
。
然
火
中
、
有
白
鼠
皮
及
樹
皮
。
績
為
火
浣
布
。

　

�
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
五
・
百
穀
部
・
布

　
　

『
神
異
経
』
曰
、
南
方
有
火
山
。
長
四
十
里
。
生
不
燼
木
。
昼
夜
火

然
。
得
暴
風
、
不
熾
。
猛
雨
、
不
滅
。
火
中
、
有
鼠
。
重
百
斤
。
毛

長
二
尺
余
、
細
如
絲
。
恒
在
火
中
、
不
出
外
、
而
色
白
。
以
水
、
逐

沃
之
、
即
死
。
取
其
毛
、
織
以
作
布
。
用
之
、
若
垢
汙
、
以
火
焼
之
、

即
清
潔
也
。

　

�
『
倭
名
抄
』
巻
十
八
・
毛
群
部
・
毛
群
名
・
火
鼠
（
鼠
の
直
後
）

　
　

『
神
異
記
』
云
、
火
鼠
〈
和
名
比
禰
須
三
〉。
取
其
毛
、
織
為
布
。

若
汚
、
以
火
焼
之
、
更
令
清
潔
矣
〔
更
に
清
潔
な
ら
し
む
〕。

　

�
『
百
詠
和
歌
』
第
十
二
・
資
財
部
・
布
・
二
三
九
・
浣
火
有
炎
光

　
　

雪
白
き
富
士
の
高
嶺
や
い
に
し
へ
の
煙け
ぶ
り

の
底
に
さ
ら
し
け
る
色

　
　
　
　

南
方
に
火
の
山
あ
り
。
わ
た
り
四
十
里
。
昼
夜
火
あ
り
、
風
雨

に
も
消
え
ず
。
火
の
中
に
獣
あ
り
。
形
、
鼠
の
如
し
。
重
、
百

斤
。
毛
の
長
、三
尺
。
其
毛
を
取
り
て
布
に
織
り
な
せ
り
。
色
、

雪
に
似
た
り
。
そ
の
布
け
が
る
る
時
は
、
火
に
焼
け
ば
き
よ
く

な
る
と
云
へ
り
。
其
の
布
の
名
を
ば
火ひ

か
ん浣

と
云
へ
り
。

　

前
掲
⑬『
注
好
選
』の
続
き
に
も
、「
火
鼠
は
炎
州
に
育
る
」と
あ
っ
た
。

　

「
火
浣
布
」
も
、『
藝
文
類
聚
』
や
『
史
記
』
に
よ
っ
て
上
代
知
識
人

の
目
に
触
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。「
鼠
」
と
「
火
」
の
結
び
つ
き
と

し
て
、
前
掲
の
�
の
経
典
の
「
野
火
」
と
共
に
、
看
過
で
き
な
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
伝
説
上
の
「
鼠
」
に
は
、
恐
ろ
し
さ
や
妖
し
さ
は
全

く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
無
い
。「
鼠
」
の
卑
小
さ
の
功
罪
と
言
え
よ
う
。

十
、
上
代
文
献
の
鼠
の
ま
と
め

　

さ
て
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
第
八
節
ま
で
に
取
り
上

げ
た
、『
古
事
記
』を
除
く
上
代
に
お
け
る「
鼠
」の
例
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

鼠
の
通
常
の
生
態
と
し
て
、「
穴
」
に
住
む
、
製
品
（
紙
・
布
・
竹
）

や
植
物
（
草
木
・
穀
物
）
を
齧
り
食
う
、
逆
に
鳥
に
食
わ
れ
る
、
子
を
数

多
く
産
む
な
ど
、
わ
ず
か
ず
つ
だ
が
種
々
の
面
が
窺
え
た
。「
鼠
走
」「
鼠

毛
」「
鼠
尾
」「
鼠
形
」
な
ど
、
生
態
や
色
や
形
に
因
ん
で
物
の
名
前
に
付

け
ら
れ
た
こ
と
を
含
め
、
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

生
態
の
う
ち
、『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
や
『
万
葉
集
』
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
た
卑
小
さ
や
、
ひ
弱
さ
、
価
値
の
無
さ
、
せ
わ
し
な
さ
は
、
明

確
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ま
た
卑
小
さ
の
中
で
も
、特
に「
穴
」
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に
住
む
こ
と
を
、
大
和
朝
廷
に
反
す
る
者
（
蘇
我
氏
や
地
方
の
先
住
民
）

の
比
喩
と
し
た
例
が
目
立
っ
た
。

　

マ
イ
ナ
ス
面
で
は
、他
に
も
、近
江
遷
都
の
予
兆
と
し
て
の
大
移
動
や
、

宝
亀
六
年
夏
の
大
量
発
生
の
災
害
の
例
も
、
わ
ず
か
だ
が
あ
っ
た
。

　

但
し
、
そ
れ
以
前
の
難
波
宮
遷
都
や
造
柵
の
例
は
、
凶
兆
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。む
し
ろ
鼠
に
は
予
知
の
能
力
が
あ
る
こ
と
を
示
す
話
で
あ
る
。

　

し
か
も
、瑞
祥
と
し
て
西
日
本
か
ら
「
白
鼠
」
の
報
告
が
相
次
ぐ
な
ど
、

鼠
と
い
う
小
動
物
に
、
積
極
的
に
価
値
を
認
め
る
例
が
少
な
く
な
い
。
キ

ト
ラ
古
墳
の
十
二
支
の
「
子
」
の
神
像
も
、
そ
の
一
例
と
言
え
る
。

　

な
お
「
鼠
」
＝
「
子
」
＝
「
北
」
を
踏
ま
え
た
五
行
占
の
例
も
見
ら
れ

た
。
こ
れ
は
、
意
外
な
隙
間
で
子
を
産
む
と
い
う
生
態
の
例
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
詩
歌
の
素
材
と
い
う
点
で
は
、『
万
葉
集
』
に
は
「
鼠
」
を
詠

ん
だ
和
歌
は
無
く
、漢
文
の
部
分
で
、憶
良
と
家
持
が
取
り
上
げ
て
い
た
。

但
し
『
懐
風
藻
』
に
は
、「
鼠
」
の
例
は
見
え
な
い
。
漢
詩
の
用
例
は
、

平
安
初
期
の
勅
撰
三
集
に
も
見
え
ず
、
空
海
や
小
野
篁
の
詩
賦
を
待
つ
。

　

憶
良
の
三
例
中
一
例
は
挽
歌
に
見
え
、経
典
由
来
の
無
常
を
表
わ
す「
二

鼠
」
の
熟
語
の
日
本
で
の
初
例
で
あ
る
。「
藤
」
と
「
鼠
」
の
組
み
合
せ

を
含
め
、
上
代
で
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
「
鼠
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。
憶

良
の
例
を
含
む
計
八
例
中
七
例
が
、
四
大
を
表
わ
す
「（
四
）
蛇
」
と
の

対
で
あ
る
。

　

憶
良
の
他
の
二
例
は
、「
死
人
」
は
「
生
鼠
」
に
及
ば
な
い
と
い
う
こ

と
を
述
べ
、
家
持
の
長
歌
の
序
は
、
名
鷹
は
腐
っ
た
死
鼠
を
食
わ
な
い
と

し
て
お
り
、『
万
葉
集
』
の
例
は
い
ず
れ
も
「
死
」
と
関
わ
っ
て
い
た
。

　

な
お
、『
藝
文
類
聚
』
の
巻
九
十
五
・
獣
部
下
・
鼠
は
大
変
詳
し
く
、

家
持
の
序
の
「
腐
鼠
」（
出
典
は
『
荘
子
』）、
正
史
や
地
誌
の
「
鼠
」
に

対
す
る
認
識
へ
の
影
響
が
窺
え
る
「
穴
虫
」（『
説
文
解
字
』）
及
び
「
満

一
百
歳
者
、則
色
白
。（
中
略
）
能
知
一
年
中
吉
凶
及
千
里
外
事
也
」（『
抱

朴
子
』）
を
含
ん
で
い
る
。
上
代
人
の
こ
れ
ら
の
知
識
は
、
出
典
か
ら
直

接
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
他
の
「
鼠
」
の
熟
語
・
故
事
成
語
に
つ
い
て
は
、
三
史

五
経
や
老
荘
・
志
怪
な
ど
か
ら
直
接
、
ま
た
は
類
書
経
由
な
ど
で
間
接
的

に
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
上
代
文
献
に
採
用
さ
れ
た
確
例
は
、

「
鼠
窃
」
以
外
、
未
だ
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　

調
査
の
不
徹
底
は
も
ち
ろ
ん
、
現
存
す
る
文
献
の
少
な
さ
も
一
因
で
あ

ろ
う
が
、
平
安
時
代
に
も
、
批
判
的
・
風
刺
的
な
用
例
よ
り
も
卑
下
や
無

常
の
表
現
が
多
い
こ
と
か
ら
、
中
国
と
は
異
な
り
、
日
本
で
は
風
諭
の
精

神
・
伝
統
が
弱
く
、
上
代
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
「
鼠
」
の
熟
語
が
多
用

さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

十
一�

、『
古
事
記
』
の
大
穴
持
を
火
難
か
ら
救
う
根
の

国
の
母
鼠

　

最
後
に
、「
稲
羽
之
素し
ろ

菟う
さ
ぎ

」
に
始
ま
る
「
大
国
主
神
」
へ
の
成
長
物
語

の
中
の
、「
鼠
」
が
文
献
に
登
場
す
る
最
古
の
例
を
見
て
お
き
た
い
。

（
一
）
本
文

　

「
大
穴
牟
遅
神
」
は
、「
素
菟
」
の
予
言
通
り
「
八
上
比
売
」
が
彼
と

結
婚
す
る
つ
も
り
だ
と
言
っ
た
為
に
、
求
婚
者
で
あ
っ
た
異
母
兄
の
「
八

十
神
」
か
ら
迫
害
さ
れ
、焼
死
と
圧
死
で
二
度
死
ぬ
。
最
初
は
「
御み

祖お
や

命
」
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が「
神か
む

産む

巣す

日ひ

之
命
」に
泣
い
て
訴
え
た
こ
と
で
貝
の
姫
達
が
派
遣
さ
れ
、

「
き
さ

貝か
ひ

比
売
き
さ
げ
集
め
て
、
蛤う
む

貝か
ひ

比
売
待
ち
承
け
て
、
母
の
乳
汁
を
塗

り
」、
二
度
目
は
母
自
身
が
「
其
の
木
を
析さ

き
て
取
り
出
だ
し
て
」、
生
き

返
ら
せ
た
。

　

そ
し
て
母
の
勧
め
で「
伯
伎
国
」か
ら「
木
国（
紀
伊
国
）」に
行
く
が
、

兄
達
が
追
っ
て
来
た
為
に
、「
大
屋
毘
古
神
」
の
勧
め
で
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
「
根
堅
州
国
」
に
行
く
。

　

着
い
て
す
ぐ
に
「
須す

勢せ

理り

毘び

売め

」
に
愛
さ
れ
て
結
婚
す
る
が
、
そ
の
父

の
「
須
佐
之
男
命
」
に
よ
っ
て
三
つ
の
難
題
が
課
さ
れ
る
。「
蛇
の
室む
ろ

」

や
「
呉む
か
で公

と
蜂
と
の
室
」
か
ら
脱
出
で
き
た
の
は
、
二
度
と
も
「
其
の

妻め

」
か
ら
授
け
ら
れ
た
「
領ひ

れ巾
」
を
三
度
振
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
次
に

「
鳴
鏑
」
を
採
り
に
行
か
さ
れ
「
火
」
攻
め
に
遭
っ
た
際
に
は
、「
鼠
」

に
助
け
ら
れ
た
。
次
に
そ
の
部
分
を
引
い
て
お
く（
以
下
、本
話
と
呼
ぶ
）。

　

�
『
古
事
記
』
巻
上

　
　

亦
、
鳴
鏑
射
入
大
野
之
中
、
令
採
其
矢
。
故
、
入
其
野
時
、
即
以
火

廻
焼
其
野
。
於
是
、
不
知
所
出
之
間
、
鼠
、
来
云
、
内
者
富
良
々
々
、

〈
此
四
字
以
音
。〉外
者
須
々
夫
々
、〈
此
四
字
以
音
。〉如
此
言
。
故
、

蹈
其
処
者
、
落
隠
入
之
間
、
火
者
焼
過
。
爾
、
其
鼠
、
咋
持
其
鳴
鏑

出
来
而
、
奉
也
。
其
矢
羽
者
、
其
鼠
子
等
、
皆
喫
也
。

　
　

〔
亦
、鳴か
ぶ
ら鏑

を
大
き
野
の
中
に
射
入
れ
て
、其
の
矢
を
採
ら
し
め
き
。

故か
れ

、
其
の
野
に
入
り
し
時
に
、
即
ち
火
を
以
て
其
の
野
を
廻め
ぐ

り
焼
き

き
。
是こ
こ

に
、
出
で
む
所
を
知
ら
ず
あ
り
し
間
に
、
鼠
、
来
て
云
ひ
し

く
、「
内
は
ほ
ら
ほ
ら
、
外と

は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
、
如か

く此
言
ひ
き
。
故
、

其そ

こ処
を
蹈
み
し
か
ば
、
落
ち
て
隠こ

も

り
入
り
し
間
に
、
火
は
焼も

え
過
ぎ

に
き
。
爾し
か

く
し
て
、其
の
鼠
、其
の
鳴
鏑
を
咋く

ひ
持
ち
て
出
で
来
て
、

奉ま
つ

り
き
。
其
の
矢
の
羽
は
、
其
の
鼠
の
子こ

等ら

、
皆
喫く

へ
り
。〕

　

本
話
に
は
、
前
述
し
た
上
代
の
「
鼠
」
の
諸
要
素
が
見
ら
れ
る
。
換
言

す
る
と
、
こ
こ
に
鼠
が
登
場
す
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
っ
た
。
上
代
人

に
と
っ
て
非
常
に
身
近
な
小
獣
と
い
う
だ
け
で
傍
ら
に
い
た
の
で
は
な

い
。
以
下
、
管
見
に
入
っ
た
先
行
研
究
を
紹
介
し
つ
つ
、
補
足
を
し
て
お

き
た
い
。

（
二
）「
穴
」
─
─
根
の
国
の
住
人
、「
大
穴
牟
遅
」、「
落
隠
入
」、
冥
界

　

荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
氏
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
昭
和
四
十
八
年
、

小
学
館
）
の
頭
注
に
は
、「
柳
田
国
男
『
海
上
の
道
』
に
、
ネ
ズ
ミ
は
「
根

棲
」
で
、
根
国
と
関
係
が
深
い
と
い
う
。」
と
あ
る
（
山
口
佳
紀
・
神
野

志
隆
光
氏
『
新
全
集
』
に
は
無
い
）。『
東
雅
』
に
始
ま
る
説
で
、
そ
れ
を

踏
ま
え
た
西
郷
信
綱
氏
『
古
事
記
注
釈
』（
昭
和
五
十
一
年
、
平
凡
社
）

の
注
釈
を
、
後
の
部
分
を
含
め
て
引
用
し
て
お
く
（
括
弧
・
ル
ビ
も
原
文

通
り
。
波
線
部
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
述
す
る
）。

　
　

和
名
抄
に
は
ネ
ズ
ミ
を
「
穴
居
小
獣
」
と
し
て
い
る
が
、
新
井
白
石

は
そ
れ
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、
ネ
ズ
ミ
の
「
ネ
」
は
根
の
堅
州
国
の

「
ネ
」
に
同
じ
く
、
ス
ミ
は
栖
で
、
つ
ま
り
穴
居
す
る
を
以
て
こ
の

名
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
説
く
（
東
雅
）。
景
行
紀
な
ら
び
に
豊
後

国
風
土
記
（
速
見
郡
）
に
「
鼠
の
磐イ

ハ
ヤ窟

」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
。

（
中
略
）
ネ
ズ
ミ
の
「
ミ
」
と
ス
ミ
〈
栖
〉
の
「
ミ
」
は
と
も
に
甲

類
の
仮
名
で
あ
る
か
ら
、
言
語
学
的
に
も
白
石
の
説
は
成
り
た
つ
。

か
く
て
鼠
は
根
の
国
の
住
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
さ
れ
ば
こ
そ
こ
こ
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に
そ
れ
が
登
場
し
て
く
る
の
だ
と
思
う
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、蛇
・

ム
カ
デ
・
蜂
が
こ
こ
に
出
て
く
る
の
は
、
た
ん
に
人
間
に
害
を
与
え

る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
土
中
穴
居
の
毒
虫
で
あ
っ
た
か
ら
に

他
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
次
は
、「
穴
居
小
獣
」
た
る
鼠
の
出
番
で
あ
っ

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
鼠
は
火
事
そ
の
他
の
変
事
を
前

知
す
る
力
が
あ
る
と
俗
に
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
こ
こ
の
話
と
は
と

く
に
か
か
わ
ら
な
い
。

　

な
お
西
郷
氏
は
、同
様
の
説
を
既
に『
古
代
人
と
夢
』（
昭
和
四
十
七
年
、

平
凡
社
）
の
第
四
章
「
黄
泉
の
国
と
根
の
国
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
阪
下
圭
八
氏
は
、
本
話
の
末
尾
の
子
鼠
の
登
場
に
注
目
し
、「
根

の
国
の
ね
ず
み
も
た
ま
た
ま
そ
こ
に
来
合
わ
せ
た
の
で
は
な
く
、
栖
み
つ

い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
子
ね
ず
み
た
ち
が
周
辺
に
姿
を
み
せ
る
」
の
で
あ

り
、「
暗
黙
の
諒
解
事
項
た
る
ね
ず
み
＝
根
栖
の
意
味
を
、
そ
れ
と
な
く

示
そ
う
が
た
め
に
子
ね
ず
み
を
登
場
さ
せ
た
」、「
ね
ず
み
の
語
源
説
を
利

か
せ
た
、
ね
ず
み
そ
の
も
の
の
起
源
譚
で
も
あ
っ
た
」
と
、「
根
の
国
の

住
人
」
説
を
補
強
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

。

　

確
か
に
「
鼠
」
は
「
根
棲
」
で
、「
根
堅
州
国
」
の
住
人
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
直
接
的
に
示
す
例
は
、
本
稿
の
第
八
節
ま
で
に
挙
げ
た
史
料
の
中

に
は
無
い
が
、
鼠
が
「
穴
」
に
住
む
も
の
と
い
う
例
は
、『
古
事
記
注
釈
』

の
挙
げ
る「
鼠
の
磐
窟
」に
限
ら
ず
見
ら
れ
た（
第
三
節
）。「
根
堅
州
国
」

は
地
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
穴
」
に
住
む
鼠
が
登
場
す
る
こ

と
は
自
然
で
あ
る
。「
鼠
の
磐
窟
」
に
住
む
先
住
民
が
「
土
蜘
蛛
」
と
呼

ば
れ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。

　

但
し
本
話
と
「
穴
」
と
の
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
西
郷
氏
は

さ
ら
に
『
古
代
人
と
夢
』
で
、
こ
の
後
の
「
八
田
間
の
大お
ほ

室む
ろ

」
を
含
め
根

の
国
で
の
三
つ
の
試
練
は
夜
に
「
ム
ロ
ヤ
」
で
行
な
わ
れ
、
穴
に
潜
ん
で

野
火
を
や
り
過
ご
し
た
こ
と
に
も
「
ム
ロ
ヤ
の
生
活
が
刻
印
さ
れ
て
」
お

り
、
四
つ
の
試
練
す
べ
て
が
「
ム
ロ
ヤ
」
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

が
主
人
公
「
大
穴
牟
遅
」
と
い
う
名
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、彼
が
陥
っ
て
隠
れ
た
、内
は
広
く
入
り
口
は
窄
ま
っ
た
場
所
を
、

『
古
事
記
伝
』
の
み
「
鼠ネ

ズ
ミ

の
地ツ
チ
ノ
ナ
カ中

に
構カ
マ

へ
た
る
穴ア

ナ

の
奥オ
ク

」
と
明
記
し
、

「
身ミ体
の
甚イ
ト
チ
ヒ
サ小
く
坐シ

け
る
に
や
」
と
不
審
を
述
べ
て
い
る
。
鼠
自
身
の

為
の
小
さ
な
穴
と
い
う
点
は
採
れ
な
い
が
、「
鼠
」
と
地
下
の
根
の
国
全

体
で
は
な
く
、
落
ち
た
「
穴
」
そ
の
も
の
と
を
結
び
つ
け
た
点
は
看
過
で

き
な
い
。

　

つ
ま
り
本
話
は
、
長
い
洞
窟
で
あ
る
「
黄よ
も
つ泉

比ひ
ら
さ
か

良
坂
」
を
出
入
り
口
と

す
る
地
下
の
「
根
堅
州
国
」
で
、「
大
穴
牟
遅
」
が
、地
中
の
「
穴
」
に
籠
っ

て
助
か
る
、
と
い
う
三
通
り
の
意
味
で
穴
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
に
、「
穴
虫
」「
穴
居
小
獣
」
た
る
「
鼠
」
が
登
場
す
る
必
然
性
が
あ
る

（
な
お
こ
こ
で
正
史
に
お
け
る
「
鼠
」
と
「
穴
」
の
結
び
つ
き
の
対
象
を

想
起
す
る
な
ら
、
葦
原
中
国
で
の
大
国
主
の
国
譲
り
が
既
に
視
界
に
入
っ

て
く
る
）。

　

さ
ら
に
、「
根
堅
州
国
」
と
「
鼠
」
の
関
係
に
お
い
て
は
、「
穴
居
」
以

外
に
、『
万
葉
集
』
や
頌
な
ど
、
上
代
の
文
学
作
品
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
見

ら
れ
た
「
鼠
」
と
「
死
」
を
結
び
つ
け
る
発
想
も
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

特
に
「
死
と
隣
り
合
わ
せ
」
の
比
喩
で
は
、「
鼠
」
と
「
蛇
」
の
対
に
な
っ

て
い
た
。
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根
の
国
と
「
黄よ

み泉
国
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、「
須
佐

之
男
命
」
の
「
妣は
は

（
亡
き
母
）
が
国
の
根
之
堅
州
国
」
で
あ
り
、
死
者
と

関
わ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
大
穴
牟
遅
」
自
身
も
、「
葦
原
中
国
」
の

「
木
国
」
か
ら
そ
こ
を
訪
れ
る
前
に
、「
伯
岐
国
」
で
二
度
死
ん
で
い
た
。

「
鼠
」は
、上
代
人
に
と
っ
て
物
の
名
に
も
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
身
近
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
根
堅
州
国
」
が
地
下
で
あ
り
冥
界
で
あ
る

ゆ
え
に
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、「
大
穴
牟
遅
」
の
傍
ら
に
い

た
の
で
あ
る
。

（
三�

）「
火
」
─
─
仏
典
の
野
火
・
蛇
・
蜂
や
火
難
の
比
喩
、
五
行
相
勝

説
の
「
水
勝
火
」

　

次
田
潤
氏
『
古
事
記
新
講
』（
大
正
十
三
年
、
明
治
書
院
）
は
、
特
に

詳
し
く
「
黄
泉
国
」
訪
問
譚
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
が
、「
鳴
鏑
や
野
火

は
上
代
の
野
戦
を
ほ
の
め
か
し
た
も
の
」
と
い
う
指
摘
を
含
め
、「
闘
争
」

と
い
う
点
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
試
練
が
火
難
で
あ
っ
た
点
に

言
及
し
た
注
釈
は
、
管
見
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
本
話
に
お
け

る
「
火
」「
野
火
」
と
い
う
要
素
に
は
、
も
う
少
し
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
ず
、「
鼠
」
と
「
死
」
の
結
び
つ
き
の
代
表
で
あ
る
「
二
鼠
」
を
含

む
無
常
の
比
喩
譚
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
第
四
節
で
見
た
よ
う
に
、「
鼠
」
と
「
野
火
」
だ
け
で
な
く
、「
生
・

死
」
が
主
題
で
あ
り
、
舞
台
が
「
曠
野
」
つ
ま
り
「
大
野
」
で
、
男
が
穴

に
身
を
潜
め
る
こ
と
、「
鼠
」
が
「
根
」
を
「
齧
」
る
こ
と
な
ど
、
大
国

主
の
火
難
と
共
通
す
る
要
素
が
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、「
蛇
」
や
「
蜂
」

も
、
男
を
「
死
」
に
追
い
や
る
存
在
と
し
て
登
場
し
、
火
難
の
前
の
二
度

の
試
練
と
対
応
し
て
い
る
。

　

な
お
、「
呉
公
と
蜂
と
の
室
」
の
「
呉
公
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
比
喩

譚
に
は
見
え
な
い
が
、『
法
華
経
』譬
喩
品
の「
火
宅
」が
想
起
さ
れ
よ
う
。

「
父
」
で
あ
る
「
大
長
者
」
の
家
が
「
火
難
」
に
遭
う
話
だ
が
、
そ
の
家

に
い
る
「
諸
悪
虫
」（
鳥
獣
虫
）
の
中
に
、「
蛇
」「
蜈
蚣
」「
鼷
（
あ
ま
く

ち
ね
ず
み
・
は
つ
か
ね
ず
み
）」「
鼠
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
根
の
国
で
登
場
す
る
生
き
物
に
は
、
西
郷
氏
の
指
摘
さ

れ
た
地
中
の
「
穴
居
」
の
「
虫
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
野
火
」
や
「
火
難
」
の
仏
教
の
比
喩
譚
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、仏
典
よ
り
も
一
層
「
火
」
と
「
鼠
」
の
関
係
で
確
か
な
の
は
、

五
行
説
で
あ
ろ
う
。「
火
」
の
災
難
を
克
服
さ
せ
る
存
在
と
し
て
「
鼠
」

が
登
場
し
た
の
は
、
や
は
り
五
行
相
勝
の
「
水
、
勝
火
」
に
基
づ
く
と
考

え
ら
れ
る
。
常
識
的
す
ぎ
る
為
な
の
か
、
意
外
に
も
諸
注
釈
書
は
指
摘
し

て
い
な
い
。

　

五
行
相
勝
説
は
、
董
仲
舒
『
春
秋
繁
露
』
五
行
相
勝
篇
、『
淮
南
子
』

墜
形
訓
、
班
固
『
白
虎
通
（
義
）』
五
行
篇
等
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、

前
述
し
た
よ
う
に
、五
行
占
で
「
鼠
」
＝
子
＝
「
北
」
と
解
さ
れ
て
い
た
。

「
北
」
＝
「
水
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
序
に
も
、
天
武
天
皇
の
功
績

を
挙
げ
る
中
で
、「
乗
二
気
之
正
、
斉
五
行
之
序
〔
二
つ
の
気け
は
ひ

の
正
し
き

に
乗
り
ま
し
、五
つ
の
行め
ぐ
り

の
序つ
ぎ
て

を
斉と
と
の

へ
た
ま
ひ
き
〕」
と
、「
陰
陽
」「
五

行
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
後
に
大
黒
天
と
習
合
し
て
、
大
国
主
も
「
白
鼠
」
と
の
組
み
合
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せ
に
な
る
が
、
本
来
は
色
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。「
白
鼠
」
は
、
実
際
に
、

大
国
主
の
成
長
物
語
と
重
な
る
地
域
（
今
の
近
畿
・
中
国
）
か
ら
瑞
祥
と

し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
本
話
の
「
鼠
」
は
、
幸
い
を
も
た
ら
す

点
で
は
「
白
鼠
」
と
同
じ
だ
が
、「
火
勝
金
」
か
ら
「
白
鼠
」
で
な
い
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
北
（
子
）
の
色
が
「
玄
」
ゆ
え
、強
い
て
言
え
ば
「
黒

鼠
」
で
あ
ろ
う
。「
黒
鼠
」
は
、「
二
鼠
」
の
比
喩
で
は
、
夜
や
月
（
陰
）

を
表
わ
し
て
い
た
。
冥
界
に
住
む
と
い
う
点
で
も
、「
黒
鼠
」
が
相
応
し

い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
鼠
」
と
「
火
」
の
関
わ
り
と
し
て
は
、
五
行
相
勝
説
や
仏
教

の
比
喩
譚
の
他
に
、第
十
節
で
見
た
平
安
時
代
に
引
用
例
が
見
ら
れ
る「
炎

鼠
」
や
、燃
え
る
こ
と
の
な
い
「
火
浣
布
」
の
伝
説
の
他
に
、「
大
穴
牟
遅
」

の
「
穴
」
は
「
火
を
噴
く
穴
」
で
あ
る
と
の
益
田
勝
実
氏
の
指
摘
（
（1
（

な
ど
も

看
過
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
紹
介
に
留
め
て
お
く
。

（
四
）
知
る
力
、
妹
の
力

　

「
鼠
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
新
都
に
行
き
、
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
柵
が
造

ら
れ
る
場
所
か
ら
移
動
し
た
。
こ
の
予
知
能
力
を
、
西
郷
氏
は
本
話
と
は

無
関
係
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
末
尾
の
波
線
部
）。

　

確
か
に
本
話
に
見
ら
れ
る
の
は
「
前
知
」
の
力
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
を
広
く
知
る
力
と
捉
え
る
な
ら
、
焼
け
な
い
よ
う
に
穴
に
潜
ん
で

火
が
通
り
過
ぎ
て
行
く
の
を
待
つ
と
い
う
避
難
方
法
を
知
り
、「
不
知
所

出
」
の
「
大
穴
牟
遅
」
に
教
え
た
こ
と
に
該
当
す
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。『
抱
朴
子
』内
篇
の
百
歳
の
白
鼠
も
、予
知
以
外
の
知
る
能
力
を
持
っ

て
い
た
（
な
お
、色
が
「
白
」
で
、か
つ
予
知
能
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
、

最
初
に
地
上
の
白
日
の
下
に
登
場
し
た
「
葦
原
中
国
」
の
「
稲
羽
」
の
「
素

菟
」
が
い
る
）。

　

と
こ
ろ
で
「
大
穴
牟
遅
」
は
、
ま
ず
慈
愛
と
知
識
で
「
菟
」
を
助
け
、

最
後
に
は
自
ら
の
智
慧
と
勇
気
と
腕
力
を
発
揮
し
て
「
須
佐
之
男
命
」
に

「
大
国
主
神
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
は
、
常
に
受
身
で
（
そ

れ
ゆ
え
素
直
さ
と
い
う
美
質
は
窺
え
る
の
で
あ
る
が
）、
救
済
方
法
を
知

る
女
性
達
に
助
け
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。「
御
祖
」つ
ま
り「
母
」や「
妻
」

だ
け
で
な
く
、
火
傷
の
治
療
を
行
な
い
蘇
生
さ
せ
た
の
も
貝
の
女
神
達
で

あ
る
。

　

さ
て
本
話
は
ど
う
か
。
末
尾
の
子
鼠
の
登
場
に
注
目
し
た
い
。

　

倉
野
憲
司
氏
『
古
事
記
全
註
釈
』
第
三
巻
（
昭
和
五
十
一
年
、三
省
堂
）

は
、
矢
を
親
鼠
が
、
軽
い
部
分
の
羽
を
子
鼠
達
が
咥
え
て
献
上
し
た
と
い

う
宣
長
の
説
を
否
定
し
た
後
に
、「
し
か
し
な
ぜ
矢
の
羽
を
子
鼠
ど
も
が

食
つ
て
し
ま
つ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
一
文
か
ら
は
、
多
産
や
、
道
具
類
を
齧
る
と
い
う
鼠
の
生
態
だ
け
で

な
く
、性
別
も
窺
え
る
。
阪
下
氏
は
、「
妻
子
と
も
ど
も
い
つ
い
て
」
や
「
世

帯
を
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
書
き
方
か
ら
、「
鼠
」
を
雄
と
見
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
、「
其
矢
羽
者
、
其
鼠
子
等
、
皆
喫
也
。」
と
い
う
表
現
に
即

す
と
、
こ
の
「
鼠
」
は
、
複
数
の
子
を
産
ん
だ
母
鼠
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ

う
（
舞
台
が
陰
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
雌
が
相
応
し
い
）。

　

つ
ま
り
、「
大
穴
牟
遅
神
」
の
受
け
た
迫
害
や
試
練
の
う
ち
、
本
話
の

み
一
見
「
妹
の
力
」
と
は
無
関
係
の
よ
う
だ
が
、「
母
」
の
鼠
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
広
い
意
味
で
の
そ
れ
と
言
え
る
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、上
代
の
「
鼠
」
の
諸
相
を
見
た
上
で
、「
大
穴
牟
遅
」
の
「
野
火
」

の
難
に
お
い
て
救
済
者
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、「
鼠
」
が
身
近
な
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、「
穴
」が
三
重
の
意
味
を
持
つ
話
ゆ
え
に「
穴
」

と
の
関
わ
り
の
深
い
小
獣
と
し
て
相
応
し
い
こ
と
、「
根
堅
州
国
」
が
地

下
で
あ
り
冥
界
で
あ
る
ゆ
え
に
住
人
と
し
て
相
応
し
い
こ
と
、
五
行
相
勝

説
の
「
火
」
に
勝
つ
「
水
」
に
当
た
る
こ
と
、「
鼠
」
を
含
め
諸
要
素
が

共
通
す
る
仏
典
の
比
喩
譚
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、

特
に
「
子
」
を
複
数
持
つ
「
母
」
で
あ
り
、
知
る
能
力
を
持
っ
て
お
り
、

女
性
の
特
別
な
援
助
に
よ
る
救
出
・
招
福
の
一
環
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ

て
き
た
。

　

ま
た
本
話
に
は
、物
を
齧
る
と
い
う
代
表
的
な
生
態
を
含
め
、鼠
の
種
々

相
が
既
に
見
ら
れ
た
。
し
か
も
、
母
鼠
の
言
っ
た
「
ほ
ら
ほ
ら
」「
す
ぶ

す
ぶ
」
が
、
宣
長
が
「
重カ
サ
ネ

て
云
る
は
、
鼠
の
鳴ナ
ク

に
象カ
タ
ド

れ
る
に
や
」
と
述

べ
た
よ
う
に
、
鳴
き
声
を
踏
ま
え
て
い
る
な
ら
、
管
見
に
入
っ
た
唯
一
の

上
代
の
例
で
あ
る
。
上
代
の
「
鼠
」
尽
く
し
と
い
う
点
で
も
、
注
目
す
べ

き
話
で
あ
る
。

　

最
後
に
今
一
度
、
末
尾
の
子
鼠
の
存
在
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
矢
羽
を

せ
っ
せ
と
齧
る
子
鼠
達
の
姿
を
想
像
し
て
可
愛
ら
し
さ
や
親
し
み
を
感
じ

て
し
ま
う
の
は
、
現
代
的
な
感
覚
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
鼠
」

の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
本
話
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
最
初
期
か
ら
子
鼠
が

登
場
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

注

（
１
）
本
文
の
引
用
の
際
、旧
字
体
は
す
べ
て
新
字
体
に
変
え
た
。（　

）

や
傍
線
類
は
、す
べ
て
引
用
者
が
付
し
た
。〔　

〕
内
は
訓
読
、〈　

〉

内
は
原
文
の
割
注
や
小
字
注
で
あ
る
。

　
　
　

古
文
書
は
『
大
日
本
古
文
書
』
及
び
『
平
安
遺
文
』
に
、『
日
本

書
紀
』
以
外
の
正
史
と
『
扶
桑
略
記
』『
延
喜
式
』
は
『
新
訂
増
補

国
史
大
系
』
に
、
漢
文
日
記
は
『
大
日
本
古
記
録
』
に
、『
倭
名
類

聚
抄
』
は
那
波
本
の
影
印
に
拠
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
私
意
に
よ
る

句
読
点
、
括
弧
記
号
、
訓
読
を
付
し
た
。

　
　
　

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』『
万
葉
集
』『
俊
頼
髄
脳
』

『
平
家
物
語
』
は
、
訓
読
文
を
含
め
、
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』
に
拠
る
。
ル
ビ
も
同
様
だ
が
、
難
読
と
思
わ
れ
る
語
句
以

外
は
省
い
た
。『
性
霊
集
』
は
岩
波
書
店
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』、

『
注
好
選
』『
江
談
抄
』
は
同
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
共
に
訓

読
文
も
）、『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
は
『
勉
誠
社
文
庫
』、『
枕
草
子
』

は
お
う
ふ
う
『
新
編
枕
草
子
』、『
源
平
盛
衰
記
』
は
三
弥
書
店
『
中

世
の
文
学
』、『
燕
石
雑
志
』
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
に
拠
る
。『
風

俗
文
選
』
は
、『
風
俗
文
選
通
釈
』
に
拠
る
が
、
句
点
の
一
部
を
読

点
に
変
え
た
。『
万
葉
集
』
以
外
の
和
歌
は
、
歌
番
号
を
含
め
『
新

編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
が
、
私
意
に
よ
り
漢
字
の
当
て
方
や
句
読
点

の
位
置
を
少
し
変
え
た
。

　
　
　

中
国
の
文
献
の
う
ち
、『
礼
記
』『
荘
子
』
は
訓
読
を
含
め
明
治
書

院
『
新
釈
漢
文
大
系
』
に
拠
っ
た
。『
藝
文
類
聚
』
は
上
海
古
籍
出
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版
社
本
、『
初
学
記
』
は
中
華
書
局
本
、『
白
氏
文
集
』
は
那
波
本
影

印
に
拠
り
、
私
意
に
よ
る
訓
読
を
付
し
た
。

（
２
）
佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
氏
『
和
泉
式
部
集
全
釈　

正
集

篇
』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
十
四
年
）。
次
の
例
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
。

　
　

○�

嫁
の
子
の
蓮は

ち
す

の
珠
を
喰
ひ
け
る
は
罪
失
は
む
と
や
思
ふ
ら
ん

（『
定
頼
集
』
九
六
・
尼
上
の
蓮は

す

の
数ず

ず珠
を
、
鼠
の
食
ひ
た
り
け

る
を
見
て
）

　
　
　

な
お
平
安
貴
族
全
般
に
、
鼠
の
産
に
対
す
る
穢
れ
の
認
識
は
窺
え

な
い
。

（
３
）
大
量
発
生
に
よ
る
集
団
移
動
や
食
害
な
ど
の
「
災
」
は
、
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
小
規
模
な
鼠
に
よ
る
「
怪
異
」
は
、
物
を
齧
っ
た

「
鼠
損
」
の
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
宮
中
だ
け
で
な
く
、
伊
勢
神

宮
、
石
清
水
八
幡
宮
な
ど
の
国
家
的
寺
社
か
ら
の
報
告
も
あ
っ
た
。

や
は
り
、
場
所
と
対
象
物
ゆ
え
で
あ
る
。
日
記
に
は
私
邸
で
の
例
も

見
ら
れ
る
。

　
　
　

例
え
ば
、『
続
日
本
後
紀
』
仁
明
天
皇
・
嘉
承
三
年
（
八
五
〇
）

三
月
庚
寅
（
十
二
日
）
条
「
鈴れ
い

印い
ん

櫃
、
鳴
。
声
、
如
振
。
膳
部
八
人

之
履く
つ

、
共
為
鼠
噛
。
又
内な
い

印い
ん

々
盤
褥
、
為
鼠
、
喫
乱
。」
が
早
い
。

壬
辰
（
十
四
日
）
条
に
は
「
卜
食
。
申
柏
原
陵
告
祟
〔
祟
り
を
告
ぐ

と
申
す
〕。
仍
遣
使
、
奉
宣
命
」
と
、
こ
の
「
物
恠
」
が
桓
武
天
皇

の
御
霊
の
祟
り
だ
と
占
わ
れ
た
為
に
、
山
陵
使
を
派
遣
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

日
記
で
は
、『
九
暦
』
村
上
天
皇
・
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
閏
五

月
十
四
日
条
（『
御
産
部
類
記
』
所
引
）
の
、憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）

の
「
三さ
ん

七し
ち

夜や

」
の
儀
の
日
、「
御お

湯ゆ

殿ど
の

匏ひ
さ
ご

、
為
鼠
、
被
喫
之
恠
〔
喫

ら
る
る
の
恠
〕」
が
発
覚
し
た
為
に
、外
祖
父
師
輔
が
実
性
を
呼
び
、

僧
八
人
を
従
え
て
の
不
動
調
伏
法
を
行
わ
せ
た
と
い
う
記
事
が
早
い
。

　
　
　

院
政
期
に
は
、
三
種
の
神
器
の
被
害
も
見
ら
れ
る
。
本
内
裏
の
放

置
と
共
に
「
主
上
」
の
威
信
の
低
下
に
拠
る
も
の
か
。

　
　
　

鎌
倉
初
期
の
陰
陽
道
書
を
見
る
と
、「
鼠
」
に
齧
ら
れ
る
こ
と
が
、

平
安
貴
族
の
よ
う
に
式
占
に
拠
ら
ず
パ
タ
ー
ン
化
し
て
、
吉
凶
両
方

と
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
れ
ら
は
類
書
に
も
引
か
れ
た『
百
怪
占
書
』

に
あ
り
、
中
世
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
発
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

○
『
初
学
記
』
鼠
（『
藝
文
類
聚
』
に
無
い
）

　
　
　

�

徳
明
南
康
記
曰
、
南
康
英
山
石
室
、
有
金
鼠
。
時
、
見
百
怪
占
書

曰
、
鼠
咋
人
衣
領え

り

、
有
福
至
〔
福
の
至
る
こ
と
有
り
〕。

　
　

○
『
吉
日
考
秘
伝
』
百
怪
吉
凶
第
六
十
七
（
末
尾
）

　
　
　

�

鼠
、咬
人
帽
子
・
巾
帯
・
衫
領
者
、主
得
横
財
。
吉
事
、百
日
内
、

至
。
鼠
、咬
人
鞋
襪
・
履
屐
者
、主
得
財
帛
。
又
行
人
至
。
大
吉
。

鼠
、
咬
人
箱
籠
・
厨
櫃
者
、
家
先
鬼
求
食
、
主
女
人
暴
事
。
卅
日

至
、
凶
。
鼠
、
咬
人
衣
服
・
裙
袴
者
、
家
有
喜
事
。
又
行
人
回
、

還
信
至
。
吉
。
鼠
、
咬
人
手
足
、
及

人
身
行
、
并
牽
人
頭
髪
、

主
病
疾
・
官
事
。
六
十
六
日
至
、
凶
。
鼠
、
咬
人
薦
席
者
、
主
家

破
・
人
口
・
死
亡
。
百
日
内
、
凶
。
鼠
、
啣
児
、
落
地
者
、
家
主

火
盗
・
驚
恐
事
。
六
十
日
内
、
凶
。
鼠
、
无
故
、
自
死
者
、
主
人

口
・
卒
暴
・
火
盗
事
。
凶
。
鼠
、
於
夜
間
并
日
中
、
忽
自
落
地
、

鳴
者
、
主
得
横
財
。
百
歩
内
至
、
吉
。
鼠
、
忽
咬
男
女
触
衣
者
、

主
捨
（
マ
マ
）得
人
宝
物
・
財
帛
。
百
日
内
至
、
大
吉
。（
後
略
）
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鼠
が
落
ち
て
く
る
、
故
無
く
死
ぬ
な
ど
も
あ
る
が
、
や
は
り
「
咬

む
」
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

（
４
）
清
盛
が
「
南
殿
」
で
「
怪
鳥
」
を
射
た
と
い
う
『
源
平
盛
衰
記
』

一
「
清
盛
捕
化
鳥
并
一
族
官
位
昇
進
附
禿
童
并
王
莽
事
」
の
末
尾
に

も
、「
鼠
ハ
大
黒
天
神
ノ
仕
者
也
」
と
あ
る
が
、
色
は
見
え
な
い
。

　
　

『
古
事
類
苑
』
動
物
部
四
・
鼠
に
は
、
谷
川
士こ
と
す
が清

編
の
辞
書
『
倭
訓

栞
』
前
編
・
六
・
加
・
か
み
の
つ
か
ひ
「
鼠
を
大
こ
く
の
使
と
い
ふ

は
二
義
あ
り
。
大
己
貴
命
に
て
い
へ
ば
、
古
事
記
に
鼠
の
故
事
見
え

た
り
。
大
黒
天
に
て
い
へ
ば
、
聖
宝
蔵
神
経
に
左
手
持
鼠
嚢
と
見
え

た
り
」、『
神
道
問
答
』
下
・
七
福
神
「
問
云
、
七
福
神
と
い
へ
る
も

異
国
の
神
な
る
か
。
答
云
、
大
国
主
命
と
、
法
華
の
大
黒
天
と
よ
く

似
た
る
故
に
附
会
せ
し
な
り
。
其
故
は
大
黒
の
字
音
、
又
御
別
名
の

大だ
い

己こ

貴き

の
字
音
な
ど
大
黒
に
近
し
。
其
う
え
袋
を
負
ひ
給
ひ
し
事
、

鼠
の
古
事
な
ど
、
か
た
が
た
よ
く
似
た
り
」、
正
親
町
公
通
の
狂
歌

集
『
雅
莚
酔
狂
集
』
雑
「
大
黒
の
白
鼠
を
猿
の
や
う
に
舞
し
給
ふ
所

の
絵
に　

初
春
に
舞
し
て
ま
は
る
そ
れ
よ
り
も
ま
さ
る
め
で
た
き
白

鼠
か
な
」
が
引
か
れ
て
い
る
。『
風
俗
文
選
通
釈
』
に
も
「
白
鼠
は

福
祥
と
し
、
大
黒
天
の
使
と
い
ふ
、
多
く
は
米
倉
よ
り
生
ず
と
云
」

と
あ
る
。
黒
白
の
対
も
注
目
さ
れ
る
。

（
５
）
山
中
裕
氏
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』（
塙
書
房
、昭
和
四
十
七
年
）。

（
６
）
小
島
憲
之
氏
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學　

出
典
論
を
中
心
と

す
る
比
較
文
學
的
考
察　

上
』（
塙
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
）。

（
７
）
菅
谷
文
則
氏
「
日
本
古
代
の
九
尾
の
狐
」（『
朱
』
四
十
三
、
平
成

十
二
年
三
月
）
に
拠
る
と
、
香
川
県
高
松
市
で
発
見
さ
れ
た
「
九
尾

狐
」
等
の
描
か
れ
た
三
世
紀
前
半
の
青
銅
鏡
は
、
日
本
で
制
作
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
。

（
８
）
小
峯
和
明
氏
「
そ
の
後
の
「
月
の
ね
ず
み
」
考　

二
鼠
比
喩
譚
・

東
ア
ジ
ア
へ
の
視
界
」（『
ア
ジ
ア
遊
学　

79　

共
生
す
る
神
・
人
・

仏
─
─
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
交
流
』勉
誠
出
版
、平
成
十
七
年
）。

壁
画
を
含
め
、
主
に
朝
鮮
半
島
の
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）
板
橋
倫
行
氏
「
黒
白
二
鼠
比
喩
譚
に
つ
い
て
」（『
く
ら
し
つ
く
』

四
・
五
、
昭
和
三
十
八
年
／
『
板
橋
倫
行
評
論
集　

一　

大
仏
造
営

か
ら
仏
足
石
歌
ま
で　

万
葉
集
論
』せ
り
か
書
房
、昭
和
五
十
三
年
）、

同
氏
「
奈
良
朝
芸
文
に
現
れ
た
「
二
鼠
四
蛇
」」（『
日
本
歴
史
』
一

一
七
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
・
歴
史
手
帖
）。

（
10
）小
峯
氏「『
俊
頼
髄
脳
』月
の
鼠
考
─
─
仏
教
受
容
史
の
一
駒
─
─
」

（『
中
世
文
学
研
究
』
六
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
／
『
説
話
の
声
』

新
曜
社
、
平
成
十
八
年
）、
新
間
一
美
氏
「
仏
教
と
和
歌
─
─
無
常

の
比
喩
に
つ
い
て
─
─
」（
和
歌
文
学
会
『
論
集
和
歌
文
学
の
世
界　

九　

和
歌
と
は
何
か
』
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
）、
伊
東
由
紀

子
氏「「
月
日
の
鼠
」の
出
典
及
び
そ
の
引
用
作
品
を
め
ぐ
る
一
考
察
」

（『
国
文
目
白
』
四
十
、
平
成
十
三
年
二
月
）。

（
11
）
和
歌
及
び
歌
学
書
の
例
の
一
部
を
挙
げ
て
お
く
。
高
光
の
後
に
も

空
白
期
間
が
あ
り
、
源
俊
頼
が
特
に
注
目
し
た
（
俊
頼
は
「
ね
ず
も

ち
の
木
」
や
「
ね
ず
生
ひ
」
の
短
連
歌
も
作
っ
て
い
る
）。

　
　

○�
『
高
光
集
』
三
四
・
世
中
は
か
な
く
て
、
法
師
に
な
ら
ん
と
思
ふ

こ
ろ
頼
む
世
か
月
の
鼠
の
騒
ぐ
間
の
草
葉
に
か
か
る
露
の
命
は

　
　

○
『
散
木
奇
歌
集
』
秋
部
・
四
九
六
・
明
き
月
を
見
て
よ
め
る
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我
が
頼
む
草
の
根
を
食
む
鼠
ぞ
と
思
へ
ば
月
の
恨
め
し
き
か
な

　
　

○
『
俊
頼
髄
脳
』
上
・
黒
白
の
法
文
（
例
歌
二
首
と
前
後
も
略
す
）

　
　
　

�
こ
れ
は
、
世
の
は
か
な
き
た
と
ひ
に
て
、
経
文
に
あ
る
事
と
ぞ
う

け
給
は
る
。
た
と
へ
ば
、
人
あ
り
て
、
は
る
か
な
る
荒
野
を
ゆ
く

に
、
虎
と
い
ふ
け
だ
も
の
、
に
は
か
に
来
た
り
て
、
そ
の
人
を
食く
ら

は
む
と
す
る
。
に
げ
て
走
る
程
に
、
野
の
中
に
、
古
き
井
の
や
う

な
る
穴
に
走
り
い
り
て
、
穴
の
な
か
ら
ば
か
り
に
あ
る
草
を
ひ
か

へ
て
（
支
え
に
し
て
）
見
れ
ば
、
穴
の
底
に
、
わ
に
と
い
へ
る
も

の
の
、
大
き
な
る
口
を
あ
き
て
、
落
入
ら
ば
食
は
む
と
思
ひ
て
待

つ
。（
中
略
）
そ
の
、
た
の
み
て
ひ
か
へ
た
る
草
の
ね
を
、
白
き

ね
ず
み
と
、
黒
き
ね
ず
み
と
、
二
つ
し
て
、
か
は
る
が
は
る
つ
み

（
噛
み
）
切
る
。（
中
略
）
た
ち
か
は
り
つ
つ
、
草
の
根
を
つ
み

切
る
ね
ず
み
は
、
月
日
の
過
ぎ
ゆ
く
な
り
。
白
き
ね
ず
み
は
日
な

り
。
黒
き
ね
ず
み
は
月
な
り
。
月
日
の
ゆ
く
さ
ま
な
む
、
か
の
ね

ず
み
の
、
草
の
根
を
つ
み
切
る
が
や
う
に
、
程
も
な
き
と
い
へ
る

た
と
ひ
な
り
。

（
12
）
江
戸
末
期
の
歌
に
「
や
が
て
ま
た
底
あ
ら
は
れ
て
味
き
な
し
鼠
も

食は

め
る
米よ

ね

の
白
櫃
」（
大
隈
言
道
『
草
径
集
』
上
・
一
五
五
・
櫃
）

が
あ
る
。

（
13
）「
む
さ
さ
び
」
は
、『
万
葉
集
』
中
に
三
首
見
ら
れ
る
が
、
す
べ
て

万
葉
仮
名
で
あ
り
、「
鼠
」
の
字
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　

○�

牟
佐
佐
婢
は
木こ

末ぬ
れ

求
む
と
あ
し
ひ
き
の
山
の
猟さ
つ
を夫
に
逢
ひ
に
け
る

か
も
（
巻
三
・
雑
歌
・
新
二
六
九
・
二
六
七
・
志
貴
皇
子
の
御
歌

一
首
）

　
　

○�

大ま
す
ら
を夫

の
高
円
山
に
迫せ

め
た
れ
ば
里
に
下
り
来
る
牟
射
佐
毘
ぞ
こ
れ

（
巻
六
・
雑
歌
・
新
一
〇
三
二
・
一
〇
二
八
・
十
一
年
己
卯
、
天

皇
、
遊
獦
高
円
野
之
時
、
小
獣
泄
走
都
里
之
中
。
於
是
、
適
値
勇

士
、
生
而
見
獲
。
即
、
以
此
獣
、
献
上
御
在
所
。
副
歌
一
首
〈
獣

名
、俗
曰
牟
射
佐
妣
〉・
右
一
首
、大
伴
坂
上
郎
女
、作
之
也
。
但
、

未
径
奏
、
而
小
獣
死
斃
、
因
此
、
献
歌
、
停
之
）

　
　

○�

三
国
山
木
末
に
住
ま
ふ
武
佐
左
妣
の
鳥
待
つ
が
ご
と
吾
が
待
ち
痩

せ
む
（
巻
七
・
譬
喩
歌
・
新
一
三
七
一
・
一
三
六
七
・
寄
獣
）

（
14
）
阪
下
圭
八
氏
「
ね
ず
み
と
根
の
国
の
話
」（『
日
本
文
学
』
三
十
五

－

五
、
昭
和
六
十
一
年
五
月
）。

（
15
）
益
田
勝
実
氏『
火
山
列
島
の
思
想
』（
筑
摩
書
房
、昭
和
四
十
三
年
）。

付
記�

＝
本
稿
は
、
北
海
道
教
育
大
学
公
開
講
座
「
文
学
に
見
ら
れ
る
身
近

な
動
物
た
ち
─
ネ
ズ
ミ
─
」
の
最
終
回
「
古
典
文
学
と
ネ
ズ
ミ
─
─

平
安
時
代
と
和
歌
を
中
心
に
─
─
」（
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
校
、

平
成
二
十
年
八
月
三
十
日
）
の
一
部
に
基
づ
く
。

　
　

�　

鼠
の
例
を
網
羅
的
に
扱
い
充
実
し
た
書
と
し
て
、『
古
事
類
苑
』『
広

文
庫
』
の
他
に
、
長
谷
川
恩
氏
『
ネ
ズ
ミ
と
日
本
文
学
』（
時
事
通

信
社
、
昭
和
五
十
四
年
）
が
あ
る
。
本
稿
の
例
は
、
こ
れ
ら
と
一
部

重
な
っ
て
い
る
。
な
お
用
例
検
索
に
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
「
古
事
類
苑
ペ
ー
ジ
検
索
シ
ス
テ
ム
」
及
び
国
文
学
研
究
資
料

館
の
「
古
事
類
苑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
全
文
・
抜
粋
検
索
版
）」
を
利

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。


